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報
告
事
項

第
４
回
小
林
市
・
高
原
町
・
野
尻
町
合

併
協
議
会
以
降
の
経
過
に
つ
い
て

　

第
４
回
協
議
会
以
降
に
開
催
さ
れ

た
、
会
議
や
専
門
部
会
・
分
科
会
等
の

経
過
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し
た
。

協
議
事
項

合
併
の
期
日
に
つ
い
て 　
〈
確
認
〉

　

合
併
の
期
日
に
つ
い
て
は
、
第
１
回

協
議
会
で
「『
市
町
村
の
合
併
の
特
例

等
に
関
す
る
法
律
』
の
適
用
が
受
け
ら

れ
る
期
限
で
あ
る
平
成
22
年
３
月
31
日

ま
で
に
合
併
す
る
こ
と
を
目
指
す
も
の

と
す
る
」
調
整
方
針
を
確
認
し
て
い
ま

し
た
。

　

今
回
、合
併
新
法
の
期
限
、住
民
サ
ー

ビ
ス
、
事
務
事
業
・
公
的
行
事
、
各
種

選
挙
・
議
会
等
と
の
関
係
な
ど
合
併
の

期
日
選
定
に
お
い
て
留
意
す
べ
き
点
を

総
合
的
に
勘
案
し
て
、「
合
併
の
期
日

は
、
平
成
22
年
３
月
23
日
（
火
）
と
す

る
」
調
整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、
原

案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
〈
確
認
〉

　
「
財
産
及
び
債
務
は
、
す
べ
て
新
市

に
引
き
継
ぐ
も
の
と
し
、
共
通
す
る
基

金
は
、
整
理
・
統
合
を
図
る
も
の
と
す

る
」
調
整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、
原

案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
〈
確
認
〉

　
「
条
例
、
規
則
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
小
林
市
の
条
例
、
規
則
等
を
適

用
す
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
」
調
整
方

針
を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と
お
り

確
認
し
ま
し
た
。

一
部
事
務
組
合
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て

            〈
確
認
〉

　

西
諸
広
域
行
政
事
務
組
合
、
小
林
野

尻
高
原
衛
生
事
業
事
務
組
合
、
霧
島
美

化
セ
ン
タ
ー
事
務
組
合
、
宮
崎
県
市
町

村
総
合
事
務
組
合
・
宮
崎
県
自
治
会
館

管
理
組
合
、
宮
崎
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
、
高
原
町
及
び
野
尻
町
の
土

地
開
発
公
社
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の
調

整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

総
務
関
係
に
つ
い
て　
　
　
　
〈
確
認
〉

　

情
報
公
開
、
個
人
情
報
保
護
、
表
彰

制
度
に
つ
い
て
提
案
・
協
議
し
、
原
案

の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

広
報
広
聴
関
係
に
つ
い
て　
　
〈
確
認
〉

　

広
報
紙
、
市
勢
・
町
勢
要
覧
、
便
利

帳
に
つ
い
て
の
調
整
方
針
を
提
案
・
協

議
し
、原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
他
関
係
（
交
通
安
全
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
〈
確
認
〉

　

交
通
指
導
員
に
つ
い
て
の
調
整
方
針

を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と
お
り
確

認
し
ま
し
た
。
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合
併
の
期
日
は
平
成

合
併
の
期
日
は
平
成
2222
年
３
月

年
３
月
2323
日
（
火
）、財
産
及
び
債
務
、

日
（
火
）、財
産
及
び
債
務
、

条
例
、規
則
等
、一
部
事
務
組
合
等
の
７
項
目
を
提
案
・
確
認

条
例
、規
則
等
、一
部
事
務
組
合
等
の
７
項
目
を
提
案
・
確
認

８
月
21
日
、小
林
市
中
央
公
民
館
大
ホ
ー
ル
で
、第
５
回
協
議
会
を
開
催
し
、合
併
の
期
日
、財
産
及
び
債
務
、条
例
、

規
則
等
、一
部
事
務
組
合
等
、総
務
、広
報
広
聴
、交
通
安
全
の
７
項
目
に
つ
い
て
の
提
案
・
確
認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

第５回
協議会
報 告
８月21日

▲合併の期日や財産及び債務の取扱いなどについて確認されました。
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委員から次のような意見・質疑が出されました。
 ●広報広聴関係について

委 　員：広報紙について、分科会、幹事会でどのような議
論がされたか。高原町、野尻町は分区会長の構成になっ
ていて、基本的には規則で謳

うた

っている。そして行政区と
しての位置付けをしている。小林市の場合は単なる自治
会で、委託契約で仕事をお願いしている。
　 小林市であれ、高原町であれ、野尻町であれ、地方自治
の本旨に基づくと、区・組、分区に入っていようがいま
いが、税金を納めている住民に対しては配布するのが原
則だ。調整の仕方としては、小林市の制度に統一すると
なっているが、その原則の部分はしっかり議論している
のか。このようなことを最初から決めてしまうと、区、
組に入っていない人には配らないということになってし
まう。そういうことを最初から決めて良いのか。見解を
聞かせてほしい。

総 務部会長：広報紙について、小林市は委託契約をして、
区長、組長に配っている。未加入者については、郵送希
望者には郵送料を自己負担してもらって郵送している。
各施設（公共施設、商店、スーパーなど）にも置いてい

る。配布の方式は違うが、未加入者の対応方法は、３市
町とも同じような形をとっている。
　 分科会で議論した中では、小林市の方式に統一するとい
うことで良いだろうということでまとまった。区、組の
行政連絡機構のあり方については、自治会・行政連絡機
構のあり方ということで別途提案をする。
委 　員：原則は地方自治法第10条によると、まず住民が最
初に出てくる。そのあと、議会の権能、執行権者の機能
が出てくる。このような形で地方自治法は構成されてい
る。あくまでも基本は、住民が主人公であることを謳

うた

っ
ている。
　 様々な事情があって、区、組に入れない人がいる。入ら
ない人もいるかもしれないが、小林市でいう単なる自治
組織だけを対象にするのはいかがなものかなと思う。そ
ういう認識を持ちながら、今後改善していくというもの
を持っていないとおかしい。
　 高原、野尻は規則で謳

うた

っている区、分区の構成である。
そういう行政区としての位置付けをしているところはあ
る程度理由付けもできるが、小林市は違う。議論されて
いないとおかしい。今後に期待する。

●今回確認された調整方針の内容
項　　目 調　　整　　方　　針

協定項目第２号
合併の期日 　合併の期日は、平成22年3月23日（火）とする。

協定項目第５号
財産及び債務の
取扱い

１．財産及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
２．共通する基金は、整理・統合を図るものとする。

協定項目第13号
条例、規則等の
取扱い

　条例、規則等の取扱いについては、小林市の条例、規則等を適用する。ただし、各種事務事
業の調整内容に基づき、必要な場合には関係する条例、規則等の制定、改正等を行う。

協定項目第15号
一部事務組合等
の取扱い

１． 西諸広域行政事務組合については、小林市（新市）及びえびの市による一部事務組合とす
る方向で調整する。

２． 小林野尻高原衛生事業事務組合については、合併の日の前日をもって解散し、その財産及
び職員は、すべて新市に引き継ぐこととする。

３． 霧島美化センター事務組合については、合併の日の前日をもって解散し、その財産及び職
員は、すべて新市に引き継ぐこととする。

４． 宮崎県市町村総合事務組合及び宮崎県自治会館管理組合については、高原町、野尻町は合
併の日の前日をもって当該組合から脱退する。宮崎県市町村総合事務組合の事業のうち、
交通災害共済に関する事務は、高原・野尻地区においては現行のまま加入することとし、
合併後３年を目処に調整する。

５． 宮崎県後期高齢者医療広域連合については、高原町、野尻町は合併の日の前日をもって広
域連合を脱退する。

６．高原町及び野尻町の土地開発公社については、合併の日の前日までに解散する。

協定項目第25号 
(1)総務関係

１．情報公開について
⑴情報公開　情報公開条例については、小林市の条例を適用する。
⑵個人情報保護　個人情報保護条例については、小林市の条例を適用する。
２．表彰制度について
　　 　表彰制度については、小林市の制度等に統一する。名誉（栄誉）町民については現行の

まま引き継ぐ。

協定項目第25号
(3)広報広聴関係

１．広報関係について
⑴  広報紙　広報紙の配布方法については、小林市の制度に統一する。郵送希望者への送付につ
いては小林市の制度に統一し、野尻町においては合併までに周知し、理解を求める。

⑵市勢・町勢要覧、便利帳　市勢・町勢要覧、便利帳については、小林市の制度に統一する。
協定項目第25号
(19)交通安全

　交通指導員については、現状の実人員32名を定数とする。交通指導員の勤務日については合
併までに調整する。
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報
告
事
項

第
５
回
小
林
市
・
高
原
町
・
野
尻
町
合

併
協
議
会
以
降
の
経
過
に
つ
い
て

　

第
５
回
協
議
会
以
降
に
開
催
さ
れ

た
、
会
議
や
分
科
会
等
の
経
過
に
つ
い

て
報
告
し
ま
し
た
。

議
会
議
員
・
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定

数
及
び
任
期
等
の
取
扱
い
小
委
員
会
の

中
間
報
告
に
つ
い
て　
　
　
　

　

議
会
議
員
・
農
業
委
員
会
の
委
員
の

定
数
及
び
任
期
等
の
取
扱
い
小
委
員
会

の
協
議
経
過
及
び
結
果
に
つ
い
て
、
中

間
報
告
し
ま
し
た
。

新
市
基
本
計
画
・
地
域
自
治
区
等
設
置

検
討
小
委
員
会
の
中
間
報
告
に
つ
い
て

　

新
市
基
本
計
画
・
地
域
自
治
区
等
設

置
検
討
小
委
員
会
の
協
議
経
過
及
び
結

果
に
つ
い
て
、
中
間
報
告
し
ま
し
た
。

協
議
事
項

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て　
〈
確
認
〉

　

個
人
市
町
村
民
税
、
法
人
市
町
村
民

税
、
固
定
資
産
税
、
都
市
計
画
税
、
た

ば
こ
販
売
組
合
補
助
金
、
青
色
申
告
会

補
助
金
、
地
籍
調
査
事
業
に
つ
い
て
の

調
整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の

と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
（
行

政
委
員
会
）
に
つ
い
て　
　
　
〈
確
認
〉

　

特
別
職
の
職
員
の
身
分
の
取
扱
い
の

う
ち
農
業
委
員
会
を
除
く
行
政
委
員
会

（
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
公

平
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員

会
、
教
育
委
員
会
）
の
設
置
及
び
委
員

の
数
・
任
期
・
報
酬
等
に
つ
い
て
の
調

整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

消
防
団
の
取
扱
い
に
つ
い
て    〈
確
認
〉

 

消
防
団
・
分
団
等
の
条
例
、
組
織
、

団
員
の
身
分
・
定
員
・
任
期
・
報
酬
、

退
職
報
償
金
等
、
車
両
等
、
消
防
団
の

出
動
要
請
方
法
に
つ
い
て
の
調
整
方
針

を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と
お
り
確

認
し
ま
し
た
。

防
災
関
係
に
つ
い
て　
　
　
　
〈
確
認
〉

　

防
災
行
政
無
線
、
地
域
防
災
計
画
に

つ
い
て
の
調
整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、

原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

商
工
・
観
光
関
係
に
つ
い
て    〈
確
認
〉

 

商
工
業
振
興
事
業
、
商
工
業
関
係
団

体
、
観
光
振
興
事
業
、
観
光
関
係
団
体

に
つ
い
て
の
調
整
方
針
を
提
案
・
協
議

し
、
原
案
の
と
お
り
確
認
し
ま
し
た
。

学
校
教
育
関
係
に
つ
い
て　
　
〈
確
認
〉

　

小
・
中
学
校
の
規
模
適
正
化
、
小
中

一
貫
教
育
、
奨
学
金
、
育
英
資
金
、
教

育
資
金
融
資
制
度
に
つ
い
て
の
調
整
方

針
を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と
お
り

確
認
し
ま
し
た
。

社
会
教
育
関
係
に
つ
い
て　
　
〈
確
認
〉

　

成
人
の
日
記
念
行
事
に
つ
い
て
の
調

整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
他
関
係
（
企
画
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
〈
確
認
〉

　

ふ
る
さ
と
振
興
基
金
に
つ
い
て
の
調

整
方
針
を
提
案
・
協
議
し
、
原
案
の
と

お
り
確
認
し
ま
し
た
。

そ
の
他
関
係
（
監
査
委
員
）
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
〈
確
認
〉

　

監
査
委
員
に
つ
い
て
幹
事
会
で
調
整

し
た
調
整
方
針
を
報
告
し
、
確
認
し
ま

し
た
。
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小
委
員
会
中
間
報
告
を
承
認
、地
方
税
、特
別
職
の
職
員
の
身
分
、消
防
団
、

小
委
員
会
中
間
報
告
を
承
認
、地
方
税
、特
別
職
の
職
員
の
身
分
、消
防
団
、

防
災
、商
工
・
観
光
、学
校
教
育
、社
会
教
育
等
の
９
項
目
を
提
案
・
確
認

防
災
、商
工
・
観
光
、学
校
教
育
、社
会
教
育
等
の
９
項
目
を
提
案
・
確
認

８
月
28
日
、高
原
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
「
ほ
ほ
え
み
館
」神
武
ホ
ー
ル
で
、第
６
回
協
議
会
を
開
催
し
、小
委
員
会
の
中
間

報
告
、地
方
税
、特
別
職
の
職
員
の
身
分
、消
防
団
、防
災
、商
工
・
観
光
、学
校
教
育
、社
会
教
育
、企
画
、監
査
委
員
の
９
項
目
に
つ

い
て
の
提
案
・
確
認
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

第６回
協議会
報 告
８月28日

▲地方税や学校教育を中心に活発な議論が展開されました。
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●今回確認された調整方針の内容
項　　目 調　　整　　方　　針

協定項目第８号
地方税の取扱い

１． 個人市町村民税　納税義務者、賦課期日、課税標準、税率、非課税範囲、申告期限及び納
期については現行のまま新市に引き継ぐ。申告については、小林市の申告システムに統一
する。

２． 法人市町村民税　納税義務者、税率（均等割）、申告期限、納期については現行のまま新
市に引き継ぐ。法人税割の税率が小林市・野尻町と高原町で相違しているため、高原町の
税率を合併と同時に小林市の税率に統一する。

３． 固定資産税　納税義務者、賦課期日、税率、免税点、非課税の範囲、申告期限については
現行のまま新市に引き継ぐ。納期及び縦覧期間については、各市町相違があるため、小林
市の納期及び縦覧期間に統一する。

４． 都市計画税　課税に相違が生じているため、小林市の制度に統一することを基本とし、合
併までに調整する。

５．たばこ販売組合補助金については、小林市の制度に統一する。
　　 青色申告会補助金については、青色申告促進育成を目的に設立された補助金であるが、現

在野尻町においてのみ実施しており、所期の目的が達成されたため、合併時に廃止する。
６． 地籍調査事業については、地籍管理システムに相違があるため、当面現行のままとし、合

併後のシステム統合に向けて検討する。

●個人市町村民税の現況

小　林　市 高原町 野尻町

納税義務者
・市内に住所を有する個人：均等割＋所得割
・ 市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷
のある人：均等割

小林市と同じ 小林市と同じ

賦 課 期 日 　1月 1日 小林市と同じ 小林市と同じ

課 税 標 準
及 び 税 率

・均等割：3,000 円
・所得割：標準税率

小林市と同じ 小林市と同じ

非課税範囲
1. 市町村民税
を課さない

2. 均等割を課
さない

3. 所得割を課
さない

１．❶生活保護法による生活扶助を受けている人
　　❷ 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合

計所得金額が 125 万円以下の人
２．非課税基準：28 万円
　　❶ 控除対象配偶者及び扶養親族の数に 1を加

えた金額以下の人
　　　（280,000 円×（扶養人数＋ 1）＋ 168,000 円）
３．非課税基準：35 万円
　　❶ 控除対象配偶者及び扶養親族の数に 1を加

えた金額以下の人
　　　（350,000 円×（扶養人数＋ 1）＋ 320,000 円）

小林市と同じ 小林市と同じ

申 告 期 限

・市民税申告書又は所得税の確定申告書 3月 15 日
・給与支払報告書 1月 31 日
・ 特別徴収異動届出書：徴収する義務がなくなる事
由が発生した月の翌月 10 日まで

小林市と同じ 小林市と同じ

納 期

・特別徴収：7月 10 日～翌年 6月 10 日
・普通徴収：1期　6月 1日から同月 30 日まで
　　　　　   2 期　8月 1日から同月 31 日まで
　　　　　   3 期　10 月 1日から同月 31 日まで
　　　　　   4 期　翌年 1月 1日から同月 31 日まで

小林市と同じ 小林市と同じ
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協定項目第12号
特別職の職員の身
分の取扱い

１． 特別職の職員の身分の取扱いのうち行政委員会（農業委員会を除く）については、次のと
おりとする。

　⑴  選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、固定資産評価審査委員会、教育委員会の設置及
び委員の数・任期等については、小林市の委員は任期満了時まで引き続き在任し、高原
町、野尻町の委員は合併の日の前日をもって失職する。

　⑵報酬等については、小林市の制度を適用する。

協定項目第24号
消防団の取扱い

１．条例等は小林市の条例等を適用する。
２．消防団は、合併時に統合し、分団等の組織は合併までに調整する。
３．消防団員は新市に引き継ぐ。
４． 消防団員の定員については、現行のまま新市に引き継ぎ、任期については合併までに調整

する。
５． 車両等については、現行のまま新市に引き継ぐ。なお、更新については合併後、計画す

る。
６．報酬等については、小林市の制度に統一する。
７． 退職報償金等については、小林市の制度に統一する。ただし、野尻町消防団においては、

合併時の野尻町の退団団員についてのみ、経過措置（退職慰労金）を適用する。
８． 消防団の出動要請方法については、高原町、野尻町を含めた指揮命令等の計画策定まで

は、現行どおりとし、合併後１年を目処に新たな制度等を制定する。なお、計画策定まで
の間、災害時の指揮命令等などに支障がないよう調整する。

協定項目第25号
(４)防災関係

１．防災行政無線については、現行のまま、新市に引き継ぎ、統合するよう調整する。
２． 地域防災計画は、高原町・野尻町を含めた計画策定まで、現行の市町の計画を引き継ぐも

のとする。なお、合併後１年を目処に災害時の避難勧告や指揮命令系統などに支障がない
よう調整する。

協定項目第25号
(12)商工・観光関係

１．商工業振興事業について
　⑴  企業誘致事業　税の課税免除等の特例については、対象要件・優遇制度等の協議を行い、

合併時に統合するよう調整し、小林市企業立地奨励条例を改正する。また、補助金につい
ては、別途対象要件・優遇制度等の協議を行い、合併時に統合するよう調整し、新たな補
助金交付要綱を制定する。なお、各市町における合併時までの立地企業への優遇措置につ
いては、従前の例による。

　⑵宮崎フリーウェイ工業団地
　　❶ 条例については、小林市企業立地奨励条例の改正条例に一本化する。また、補助金につい

ては、高原町の制度等を基本とし、宮崎フリーウェイ工業団地に特化した補助金交付要綱
を制定する。なお、合併時までの立地企業への優遇措置については、従前の例による。

　　❷ 立地促進協議会及び工業用水道事業会計繰出金については、県と一体となった企業誘致
が必要であることから、現行のまま新市に引き継ぐ。

　　❸ 宮崎県土地開発公社と一体となった企業誘致が必要であることから、高原町の宮崎フ
リーウェイ工業団地固定資産税免除条例を尊重し、合併時に新たな制度等を制定する。

２．商工業関係団体について
　⑴  商工団体　現行のまま新市に引き継ぎ、各団体の実情を尊重しながら、統合が進むよう環

境整備に努める。
　⑵  第三セクター（有限会社のじり農産加工センター）　第三セクターについては、現行のま

ま新市に引き継ぐ。なお、市民の一層の利用を促すとともに市外者についても広報等を強
化し、併せて商品開発等も強化するよう指導を行う。

●都市計画税の現況
小　林　市 高原町 野尻町

課 税 客 体 土地 ･ 家屋（都市計画法第 5条の規定により指定
された、都市計画区域内に所在するもの）

平成 15 年度
から廃止

該当なし

納税義務者 固定資産の所有者

賦 課 期 日 1月 1日

税 率 及 び
免 税 点

課税標準額の 0.2％

賦課徴収等 固定資産税の賦課徴収にあわせて賦課徴収する。

納 期 固定資産税の納期と同じ。
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　⑶  祭り・イベント　祭り・イベントについては、伝統や歴史文化が損なわれないよう、現行
のまま新市に引き継ぐ。ただし、内容・期日等が類似しているものについては、新市にお
いて検討する。

３．観光振興事業について
　⑴  祭り・イベント　祭り・イベントについては、伝統や歴史文化が損なわれないよう、現行

のまま新市に引き継ぐ。ただし、内容・期日等が類似しているものについては、新市にお
いて検討する。

　⑵  観光施設整備事業　観光施設整備については、各市町の状況を踏まえ、当面現行どおりと
し、合併後３年を目処に新たな制度等を制定する。

４．観光関係団体について
　⑴  観光協会　観光協会については、合併後３年を目処に統合するよう、観光協会へ協議調整

の支援を行う。
　 ⑵  第三セクター（北きりしまリゾート牧場・ハーメックのじり株式会社）　第三セクターに

ついては、現行のまま新市に引き継ぎ、新市移行後、経営形態や運営方針の検討を行う。
また、市民の一層の利用を促すとともに市外者についても広報等を強化する。

　⑶  ｢日本で最も美しい村」連合負担金　新市での観光地ＰＲ等も含め、加入継続すべきであ
り、高原町の制度等を適用する。

協定項目第25号

(17) 学校教育関係

１．小・中学校の規模適正化については、当面現行どおりとする。
　 　小中一貫教育については、小林市で平成21年度から実施する予定であり、高原町・野尻町
では具体的な検討がなされていないため、当面現行どおりとし、合併後３年を目処に調整し
ていくものとする。

２ ．奨学金、育英資金については、小林市の制度に統一する。なお、高原町において合併前に
　貸付を受けた者に係る貸付額及び償還については、合併前の高原町育英資金貸付基金条例
の例による。

　　また、高原町の基金は、現行のまま新市に引き継ぐ。
　 　教育資金融資制度については、九州労働金庫と協議を行い、合併までに統合するよう調整
する。

協定項目第25号

(18) 社会教育関係
　成人の日記念行事については、現行により実施するが、記念品等は統一する。合併後、実情
や体制等を勘案しながら、一会場での開催に向けて調整していく。

協定項目第25号

(19) その他関係（企

画）

　ふるさと振興基金は統合する。なお、基金の活用状況が異なるため整理し、合併までに新た
な制度を制定する。

●小・中学校の規模適正化・小中一貫教育の現況
小林市 高原町 野尻町

　平成 19 年度に「小林市立小・中学校規模
適正化審議会」を立ち上げ、5回の会議を開き、
基本的な考え方及び具体的方策について検討
を行った。
　その結果、適正な学校規模の具体的方策と
して「小規模特認校制度」、「小中一貫教育」、
「小・中学校の統廃合」が答申された。
　これを受けて平成 20 年 4 月から「小規模
特認校制度」の運用を開始し、2名の生徒が
大規模校から小規模校へ通学している。
　「小中一貫教育」については、「小中一貫教
育基本計画策定委員会」を設置し、現在計画
策定の準備を進めている。

　高原町立小中学校について、少子化による
児童生徒数の減少という状況、安全安心な学
校施設の整備 (耐震化 )を行うこと及び小中
一貫教育を見据えた適正な規模の学校で、子
どもにとって望ましい教育環境を目的として
学校統合 (小学校 4校を 1校に、中学校 2校
を1校にそれぞれ統合）を推進することとした。
　これまでに町議会、学校関係者、一般住民
に対して説明を行いながら理解を求め、合意
形成を図っているところである。
　今後、町民主体の「学校規模適正化検討委
員会」を今年 7月に立ち上げ、全町的な合意
形成づくりを行うことにしている。この委員
会において、統合の時期、統合の形態、統合
後の学校の位置、小中一貫教育の是非等が議
論され、その提言に沿って学校統合と合わせ
た施設の耐震化を行うこととしている。

なし
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委員から次のような意見・質疑が出されました。
は不均一課税とするか、その場合の税目・実施時期な
どについて合併協議会で協議し、取り決めを行った上
で、条例で定める手続きになっている。
総 務部会長：固定資産税が1.4％か1.6％になるか、まだ
決まっていない。検討のため審議会が昨年11月から設
けられている。これがどうなるか全くわからない状況
での調整・提案である。基本として小林市の制度とし
ていくが合併までに調整する。今、何も決まらない状
況で、不均一課税等について提案することは困難であ
る。合併議決後の一元化作業の中で、１市２町の職員
が検討し各首長にお諮りしながら、協議会にもお示し
することになる。審議会の審議結果を見極めないと対
応ができない。
委 　員：今後の変化によって生じるであろう結論に対し
て、協議会としての確認としての附記事項を記録とし
て残しておかないといけない。
総 務部会長：たとえば小林市の都市計画税がなくなり、
固定資産税が1.6％ということが決まったときは、小
林市の都市計画区域以外の方も1.6％になる。それが
合併のときに小林市は高いままで、高原町と野尻町だ
けは不均一課税で安くなるという議論になる。あくま
でも一元化作業の中で、その辺も含めて検討する。こ
こでいきなり不均一課税を確認することは、新市での
不均衡が出て難しい問題が生じてくる。
委 　員：今、固定資産税、都市計画税の税率について検
討されており、後でそれぞれ議会に諮るということだ
が、高原町としては平成15年度から都市計画税は廃止
している。都市計画税を固定資産税に加算する可能性
もあるという中で、基本的には小林市の制度に統一す
るということであり、決める過程において曖

あい

昧
まい

なとこ
ろがあり不安である。
総 務部会長：ご心配はわかるが、11月には合併協定書
調印という中での協議調整であり、専門部会でもいろ
いろと議論してきた。高原町には都市計画区域がある
ため、高原町にも都市計画税を課税するという可能性
がまったくないとは言えない。今の段階でこれを持ち
帰って検討しようとしたときに、どのような方法があ
るのか。どこかに合わせるということは決めないと合
併後の調整が困難である。審議会の結果が出ていない
中での調整であり、ご理解いただきたい。

 ●特別職の職員の身分の取扱い（行政委員会）

委 　員：監査委員の報酬は、小林市が月額となっている
が、どのように払っているのか。監査のある月だけ支
払うのか。
総 務部会長：代表監査委員は、ほぼ毎日出勤しており、
毎月報酬を払っている。
委　員：議会選出委員も支払いは一緒なのか。
総 務部会長：議会選出委員も月額で毎月支払っている。
代表監査委員と比べると、出勤される日数は少ない。

 ●地域自治区（小委員会中間報告）

委 　員：小委員会の中間報告で、10番の地域協議会の
組織及び委員の選任・任期について、「❶当該地域自
治区の公共的団体等が推薦する者」とあるが、須木の
例では区域内の委員だけでは協議会の内容が活かせな
かった事例がある。「公共的団体及びまちづくり委員
会」と入れたのは非常に大事なことだが、まちづくり
の観点からも宮崎大学の教授等の専門的な人は入れた
ほうが良いと思うが、そういう話は出なかったのか。
　 13番に「会長は必要があると認めるときは、委員以外
の者を出席させ、意見を求めることができる」とある
が、区域内に限定しており、区域外の専門的な人たち
が入れないので、今後、十分考えてほしい。
委 員長：その話は出なかったが、貴重な意見であり、再
度、小委員会で検討したい。

 ●地方税の取扱い

委 　員：固定資産税と都市計画税の見直しについて、現
在、小林市の固定資産税等審議会で検討が行われてい
ると聞いている。内容は都市計画税を廃止して、固定
資産税を上げるということだが、大変興味がある。都
市計画案は何年ぐらい先まで計画があるのか。都市計
画税はその事業の財源だが、計画自体はこれから先あ
るのかないのか。現在の審議会での検討はどのぐらい
まで進んでいるのか。
総 務部会長：都市計画税は目的税であり、都市計画事業
を進めている現状がある。これが何年までかというと
公共下水道等の事業もあるので、今後もずっと続くと
考えている。
税 務分科会長：審議会では都市計画税を廃止するという
考え方や結論もまだ出ていない。どの方法が地域住民
にとって一番良いのか、現在は都市計画税が0.2％だ
が廃止するのか、それを1.4％の固定資産税と合わせ
て1.6％とするのか、あるいは全体的に固定資産税と
都市計画税を見直して全体の税率を決めるのか、まだ
議論の半ばであり方針が決定されていない。これは小
林市の審議会であり、まずは小林市の中での議論を深
めている。
委 　員：今年12月ぐらいに答申が出されると聞いてい
る。もし、1.4％の固定資産税率が上がるということ
は、即、増税である。野尻町としては、合併イコール
増税につながるため、これは据え置いてほしい。
委 　員：野尻町の固定資産税に上乗せすることになる
と、住民税の負担で問題が生じてくる。小林市で検討
中ということだが、新市誕生後まもなく、高原町、野
尻町まで含めて全地域で均一課税をすると、市民負担
に均衡を欠くことになる。合併特例法によると、合併
年度に続く５年度に限り、課税免除または不均一課税
は可能である。激変緩和措置の観点から課税免除また
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り、新しい取組みは評価に値するが、校区外通学許可
制度との関連性について補足説明してほしい。
文 教部会長：少子化の進展により小規模校では複式学級
が出ている学校もある。特認校制度は大規模校から小
規模校に転校ができる制度である。校区外通学許可制
度は、児童生徒の個人的事情による通学区域変更の制
度である。
委 　員：高原町は学校規模適正化検討委員会を７月に立
ち上げて、一方では耐震化補修工事が計画されてい
る。たとえば町民は学校を統合して新築した方が良い
ということになるのか、どういった意見を取りまとめ
ようとしているのか。平成21年には高原小を設計する
ということだが、設計に入って学校を統合ということ
になったときに、二重投資にはならないか。
文 教部会長：高原町の学校規模適正化検討委員会は審議
中である。高原町には小学校４校、中学校２校がある
が、それぞれ１校ずつにしようという話を進めてい
る。各地域においては学校がなくなることを懸念され
て心配されている。町民が統合しても子どもたちのた
めの学校づくりをしてほしいという合意形成が図られ
るように努力している途中で結論がまだ出ていない。
平成18年度に耐震調査をし、不適格な建物がある。学
校施設は児童生徒が１日の大半を過ごすため、耐震補
強等を含めて早く整備を図らなければならない。まだ
合併していないので、高原町としての耐震化年次計画
を出している。高原町の小中学校の統合は進めるが、
その最中に合併になった場合は、各市町で協議し新た
な整備計画を検討しなければならない。
委 　員：学校統合の結論が出なければ、来年度には耐震
工事の設計予算を上げると思う。文部科学省の認可の
問題もあるので、混乱を来たすのではないか。どちら
か一方で事業を進めれば良いのではないか。
委 　員：小中学校の規模適正化及び小中一貫校は、小林
市議会の教育厚生委員会でも問題になっている。小中
一貫校の問題は、小林市では昨年からコスモス科を新
設し、中学校の教師を小学校に派遣して特定の教科を
受け持たせて授業が行われているが、その穴埋めを非
常勤講師にさせることで、中学校ではさまざまな問題
が起きている。現場では非常勤講師が増え、正規職員
は過重負担で心身を病んでいる。不登校生や生徒指導
特別支援には手一杯であるというのが現状である。
　 小中学校統廃合の問題は、耐震化については筋交いな
どで補強する方法もある。地域の学校がなくなれば、
周りの商店も消え、地域はますます冷え込んでいくの
ではないか。学校が減れば小学生はスクールバスや親
の送迎で登校しなければならなくなる。
　 規模適正化や小中一貫校とはどういうことなのか、現
場の教職員や保護者、有識者、地域住民の声を広く取
り入れる方策を採り、十分な相互理解を図って、今後
は考えていただきたい。 

委 　員：監査があった場合の報酬は別途出ないというこ
とだが、高原町、野尻町は日額であり監査の日数にも
よるが、その方が高くなるのではないか。

総 務部会長：高原町、野尻町が日額で何日監査に出られ
るかわからないが、市においては全て月額報酬になっ
ている。
委 　員：ほとんど小林市の制度に合わせるということだ
が、費用弁償について高原町、野尻町にはあるが小林
市にはない。須木から市内まで遠いため相当開きがあ
るが、その点はどう考えるか。
総 務部会長：そのことについては議論していないので、
この場では答えようがない。

 ●商工・観光関係について

委 　員：街路灯の維持管理費の問題で、高原町では街路
灯は町で設置して、商工会がスポンサーを募って電気
料を払っているが、スポンサーが減り、その分を商工
会が負担しており、運営に影響が出ている。「現行の
まま新市に引き継ぐ」とあるが、商工会としては重荷
であり支払うことができない。もう一度専門部会で検
討をしてほしい。
産 業建設部会長：小林市は商店街、高原町・野尻町は商
工会で管理し、各市町ともスポンサーの減少は起こっ
ており、似たような状況である。街路灯には商店街の
振興・防犯等の役割があり、現行のまま新市に引き継
いで、新市で対応策を整理していく。
委 　員：高原町商工会としては80基をスポンサーとして
設置した。町内会からの防犯等の設置依頼により管理
数が増えてきた。関係のないものまで商工会が負担す
ることは、存続にも関わってくる。スポンサーがない
時点で、電気料は払わないこととせざるを得ない。
産 業建設部会長：全体的な調整が必要である。新市の中
で街路灯の管理に差異があってはいけないので、新市
の中でこれまでの経緯も踏まえて検討する。
委 　員：町からの負担があればだが、現実問題として合
併までの２年間でも難しい。
 会 　長：これについてはＣランクで全体協議事項ではな
いので、専門部会で再度検討させたい。
委 　員：商店街支援事業の野尻町総合案内所運営事業
で、「観光施設や神社仏閣等、野尻町を総合的に案内
する施設の運営費」とあるが、神社仏閣等とは、どの
ような内容のものか。宗教との関係もあるので、どう
いう案内をしているのか。
産 業建設部会長：神社仏閣等とは文化財という意味で表
現している。

 ●学校教育関係について

委 　員：学校規模適正化審議会で難しい問題に取り組ん
でいるが、小規模特認校制度は４月から運用されてお



October,2008 合併協議会だより　10

議
会
議
員
・
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数

議
会
議
員
・
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数

及
び
任
期
等
の
取
扱
い
小
委
員
会
を
開
催
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扱
い
小
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催

　

第
５
回
小
委
員
会

８
月
21
日　

小
林
市
社
会
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

大
会
議
室

■
農
業
委
員
会
の
委
員
の
定
数
及
び
任
期
等

　

意
見
を
踏
ま
え
「
❶
在
任
特
例
適
用
後
、
１
市

２
町
の
そ
れ
ぞ
れ
の
区
域
に
選
挙
区
を
１
つ
ず
つ

設
置
す
る
。
各
選
挙
区
に
お
け
る
選
挙
の
委
員
の

定
数
に
つ
い
て
は
、
旧
小
林
市
区
域
22
人
、
旧
高

原
町
区
域
８
人
、
旧
野
尻
町
区
域
６
人
を
基
本
と

し
、
新
市
に
お
い
て
在
任
特
例
期
間
中
に
調
整
す

る
。
❷
農
業
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
額
は
、
小
林

市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に
諮
り
、
合
併
時
ま
で

に
定
め
る
。」
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

・
農
業
委
員
会
事
務
局
で
話
し
合
い
は
な
か
っ
た

の
か
。

・
１
号
委
員
と
２
号
委
員
の
数
の
検
討
は
行
わ
れ

な
か
っ
た
か
。

・
平
成
25
年
３
月
19
日
ま
で
の
任
期
と
な
る
。
新

市
に
な
っ
て
か
ら
委
員
の
定
数
を
話
し
合
う
と
い

う
こ
と
か
。

・
在
任
特
例
を
認
め
る
と
決
め
た
わ
け
な
の
で
、

そ
の
ま
ま
で
良
い
の
で
は
な
い
か
。

・
平
成
25
年
３
月
19
日
ま
で
、
野
尻
で
は
11
人
の

半
分
で
業
務
を
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
業
務
に
不

安
が
あ
る
が
、
そ
の
点
は
ど
う
か
。

■
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
等

　

小
林
市
選
出
委
員
か
ら
「
定
数
特
例
」、
高
原
町
・

野
尻
町
選
出
委
員
か
ら
「
在
任
特
例
」
を
望
む
意

見
が
多
く
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
意
見
が
集
約
で
き

な
い
た
め
、
新
市
の
議
員
定
数
・
選
挙
区
等
の
取

扱
い
も
含
め
て
、
次
回
継
続
協
議
と
す
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

●
小
林
市
選
出
委
員
の
意
見

・
昨
日
、
３
市
町
の
議
長
、
副
議
長
で
話
し
合
い

が
な
さ
れ
た
よ
う
だ
が
、
進
展
す
る
内
容
で
あ
っ

た
の
か
。

・
そ
ろ
そ
ろ
接
点
を
見
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
。

高
原
・
野
尻
の
皆
さ
ん
が
小
林
市
の
定
数
特
例
に

向
か
っ
て
い
く
と
い
う
意
見
が
出
れ
ば
前
に
進
む
。

・
各
議
会
・
議
員
の
立
場
で
発
言
さ
れ
て
お
り
、

確
固
た
る
数
値
で
の
発
言
で
な
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト

結
果
に
よ
る
公
の
資
料
で
判
断
す
べ
き
。
在
任
特

例
に
つ
い
て
は
、
絶
対
に
承
伏
し
か
ね
る
。

・
合
併
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
、「
あ
る
一
議
員
の
お
陰

で
合
併
で
き
な
か
っ
た
」
と
あ
り
、
ず
っ
と
気
に

な
っ
て
い
た
。
本
当
に
合
併
す
る
の
な
ら
、
も
う

ち
ょ
っ
と
意
見
を
合
わ
す
べ
き
。

・
町
立
病
院
の
問
題
は
、
行
政
上
・
法
律
に
沿
っ

て
解
決
し
て
い
く
問
題
。
議
員
数
が
多
い
少
な
い

と
い
う
問
題
で
は
な
い
。
少
数
精
鋭
の
議
員
が
勉

強
し
て
、
取
り
組
ん
で
も
ら
え
ば
良
い
。

・
小
林
の
方
か
ら
町
立
病
院
を
無
く
す
と
か
言
っ

た
こ
と
は
な
い
。
院
長
等
の
給
与
格
差
の
調
整
が

問
題
で
あ
る
。
議
員
定
数
の
問
題
と
病
院
の
問
題

は
か
み
あ
わ
な
い
。

・「
町
民
が
、
町
民
が
」
と
い
っ
て
い
た
ら
ず
っ
と

平
行
線
の
ま
ま
。
小
林
市
は
絶
対
に
定
数
特
例
と

言
っ
て
い
る
訳
だ
か
ら
。

・
定
数
特
例
が
妥
当
で
あ
る
理
由
と
し
て
、
議
員

が
編
入
さ
れ
る
不
安
を
な
く
し
、
議
会
で
の
合
併

促
進
を
促
す
べ
き
。
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
も
議
員

の
増
は
、
市
民
の
意
に
反
す
る
。
旧
須
木
村
と
の

在
任
特
例
で
も
市
民
の
批
判
に
あ
っ
て
い
る
。
住

民
は
合
併
に
よ
り
様
々
な
影
響
を
受
け
る
が
、
議

員
だ
け
が
な
ぜ
救
済
さ
れ
る
の
か
な
ど
。

・
定
員
削
減
に
つ
い
て
は
、
区
長
会
か
ら
定
員
削

減
を
申
し
入
れ
た
経
緯
が
あ
る
。
小
林
市
に
お
い

て
も
24
人
と
い
う
定
数
は
多
い
と
思
う
。

・
住
民
の
声
は
、確
実
性
が
す
ご
く
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー

ト
を
書
い
た
人
は
、
本
心
を
書
い
て
い
る
と
思
う
。

高
原
町
は
区
長
会
、
野
尻
町
は
未
来
を
考
え
る
会

と
の
意
見
交
換
の
中
で
、
在
任
を
支
持
す
る
意
見

が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
が
、
高
原
町
の
区
長
か
ら

は
、
そ
う
い
う
声
は
な
か
っ
た
と
も
聞
い
て
い
る
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
議
員
数
の
減
に
不
安
を
あ

ま
り
感
じ
て
い
な
い
。
こ
の
結
果
を
ど
う
理
解
し

て
い
る
の
か
。
前
回
の
合
併
破
綻
で
、
数
千
万
円

の
金
が
消
失
し
、
ど
う
責
任
を
感
じ
て
い
る
の
か
。

・
小
林
は
前
回
の
こ
と
が
ど
う
し
て
も
引
っ
か
か

る
。
皆
さ
ん
が
離
脱
し
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
は

な
か
っ
た
こ
と
に
と
言
わ
れ
て
も
、
小
林
市
民
に

説
明
で
き
な
い
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
は
３
千
人
程
度
で
、
あ
ま
り

参
考
に
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
た
が
、
重
視
す
べ
き
。

・
在
任
特
例
の
方
が
安
い
と
い
わ
れ
る
が
、
報
酬

は
小
委
員
会
で
は
決
め
ら
れ
な
い
問
題
。
行
財
政

改
革
の
面
か
ら
定
数
特
例
が
妥
当
と
考
え
る
。

・
議
員
数
や
職
員
数
の
削
減
が
１
番
の
目
玉
、
一

般
住
民
が
１
番
具
体
的
な
分
か
り
や
す
い
所
で
あ

る
。
そ
の
中
で
在
任
特
例
は
い
か
が
な
も
の
か
。

議
員
が
率
先
し
て
模
範
を
示
す
べ
き
。

・
こ
の
ま
ま
で
は
平
行
線
で
あ
る
。
今
ま
で
に
莫

大
な
経
費
を
使
っ
て
い
る
。
本
当
に
議
員
が
多
け

れ
ば
そ
れ
だ
け
の
意
見
が
で
る
の
か
。
必
ず
し
も

多
け
れ
ば
良
い
と
は
思
わ
な
い
。
高
原
町
・
野
尻

町
は
本
当
に
合
併
す
る
気
が
あ
る
の
か
疑
う
。
住

民
も
望
ん
で
い
る
の
か
、
ア
ン
ケ
ー
ト
等
の
方
法

は
な
い
の
か
。

・
普
通
の
市
民
と
し
て
、
議
員
は
多
い
と
つ
く
づ

く
聞
い
て
き
た
。
合
併
時
点
で
在
任
特
例
で
あ
る

と
住
民
は
ど
ん
な
風
に
考
え
を
出
す
の
か
。

・
畜
産
に
お
い
て
は
、
小
林
市
・
高
原
町
・
野
尻

町
は
相
当
前
か
ら
合
併
と
い
う
形
で
動
い
て
い
る
。

合
併
に
な
れ
ば
早
く
理
解
を
得
ら
れ
る
。

・
平
行
線
で
進
展
し
な
い
。
こ
の
小
委
員
会
を
協

議
会
に
差
し
戻
し
て
は
ど
う
か
。

●
高
原
町
・
野
尻
町
選
出
委
員
の
意
見

・
高
原
町
立
病
院
を
今
ま
で
ど
お
り
に
し
て
も
ら

う
に
は
、
一
人
で
も
多
く
の
議
員
に
意
見
を
言
っ

て
も
ら
え
る
よ
う
在
任
し
て
欲
し
い
。

・
病
院
問
題
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
編
入
さ
れ
る

小
さ
な
町
の
住
民
の
不
安
な
面
で
あ
る
。
住
民
が

在
任
特
例
を
願
う
ひ
と
つ
の
面
で
あ
る
。

・
小
林
の
議
員
が
高
原
を
回
ら
れ
た
中
で
、
定
数

特
例
で
な
い
と
小
林
市
議
会
は
否
決
す
る
と
、
言
っ

て
い
る
様
だ
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
小
委
員
会
の
意

味
が
な
い
。
編
入
合
併
の
申
し
入
れ
時
に
定
数
特

例
で
な
い
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
条
件
に
な

　▲第５回小委員会
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か
っ
た
。

・
合
併
新
法
の
中
で
も
在
任
特
例
は
謳う

た

っ
て
あ
り
、

議
員
の
救
済
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
新
し
い
小

林
市
を
つ
く
る
に
あ
た
り
、
在
任
特
例
の
中
で
１

年
間
ぐ
ら
い
は
皆
で
協
議
し
て
い
き
た
い
。

・
大
方
で
は
な
く
、
多
く
の
区
長
が
、
在
任
特
例

で
頑
張
っ
て
く
れ
と
い
っ
た
こ
と
は
事
実
。
み
ん

な
同
じ
だ
と
思
う
が
、
１
年
に
２
回
も
選
挙
を
し

た
く
な
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
合
併
後
に
調
整
す

る
項
目
も
多
い
。
議
員
が
半
減
す
る
こ
と
は
、
町

民
の
不
利
益
に
繋
が
り
か
ね
な
い
。

・
経
費
面
か
ら
い
け
ば
、
定
数
特
例
も
在
任
特
例

も
同
程
度
で
あ
り
、
１
市
２
町
１
村
の
協
議
時
に

も
60
人
前
後
の
議
員
が
在
任
す
る
こ
と
で
、
協
議

が
進
ん
で
い
た
。
44
人
で
議
場
が
狭
い
と
か
は
言

い
訳
に
し
か
な
ら
な
い
。

・
住
民
説
明
会
の
出
席
も
少
な
か
っ
た
と
思
う
が
、

財
政
用
語
な
ど
、
ピ
ン
と
こ
な
い
住
民
は
た
く
さ

ん
お
り
、
不
安
が
多
い
。
住
民
と
し
て
は
合
併
の

賛
成
・
反
対
の
明
確
な
表
現
が
で
き
な
い
感
じ
が

す
る
。
と
す
れ
ば
議
員
は
住
民
の
代
表
な
の
で
、

多
け
れ
ば
良
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
が
、
意
見

を
反
映
し
て
欲
し
い
。

・
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て
は
、
回
収
率
が

40
％
に
も
満
た
な
い
も
の
で
、
参
考
程
度
し
か
な

ら
な
い
。
前
回
の
合
併
時
の
責
任
は
過
去
の
こ
と

で
、
今
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
議
員
削
減
す
る
の

で
あ
れ
ば
、
次
の
統
一
選
挙
で
法
定
定
数
以
下
、

オ
ー
プ
ン
選
挙
で
良
い
。

・
在
任
特
例
を
主
張
す
る
に
あ
た
り
、
以
前
、
旧

須
木
村
の
議
員
の
方
々
が
５
万
円
上
が
っ
た
が
、

我
々
は
そ
う
い
う
こ
と
は
望
ん
で
い
な
い
。
報
酬

等
審
議
会
に
も
現
行
の
報
酬
を
申
し
入
れ
れ
ば
、

報
酬
額
を
上
げ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

・
野
尻
町
商
工
会
と
議
員
の
懇
話
会
の
中
で
、「
合

併
は
時
代
の
流
れ
で
し
な
い
と
い
け
な
い
。
し
か

し
、
分
か
ら
な
い
こ
と
が
多
い
の
で
、
１
年
ぐ
ら

い
は
頑
張
っ
て
欲
し
い
」
と
の
要
望
で
あ
っ
た
。

合
併
後
の
一
般
選
挙
に
お
い
て
、
思
い
切
っ
た
削

減
を
し
て
い
け
ば
、
必
ず
住
民
の
理
解
を
得
ら
れ

る
。

・「
本
当
に
合
併
を
望
ん
で
い
る
の
か
」
と
い
う
厳

し
い
意
見
だ
が
、
道
州
制
を
考
え
少
し
で
も
大
き

い
自
治
体
に
な
る
よ
う
、
合
併
を
な
ん
と
し
て
も

ま
と
め
た
い
。

・
こ
の
小
委
員
会
で
決
め
な
い
と
、
協
議
会
へ
の

差
し
戻
し
は
や
っ
ぱ
り
お
か
し
い
。

　

第
６
回
小
委
員
会

８
月
28
日　

高
原
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ほ
ほ
え
み
館
」
中
研
修
室

■
農
業
委
員
会
委
員
の
定
数
及
び
任
期
等

前
回
の
確
認
事
項
を
踏
ま
え
、

１
．
高
原
町
及
び
野
尻
町
の
農
業
委
員
会
は
、
合

併
時
に
小
林
市
の
農
業
委
員
会
に
統
合
す
る
も
の

と
す
る
。

２
．
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
第
７
条
の
選

挙
に
よ
る
委
員
で
あ
っ
た
者
は
、
市
町
村
の
合
併

の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
11
条
第
１
項
第
２
号

の
規
定
を
適
用
し
、
小
林
市
の
農
業
委
員
会
の
委

員
の
残
任
期
間
に
限
り
、
引
き
続
き
新
市
の
農
業

委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
と
し
て
在
任
す
る
も

の
と
す
る
。

３
．
在
任
特
例
適
用
後
、
１
市
２
町
の
そ
れ
ぞ
れ

の
区
域
に
選
挙
区
を
１
つ
ず
つ
設
置
す
る
。
各
選

挙
区
に
お
け
る
選
挙
の
委
員
の
定
数
に
つ
い
て
は
、

旧
小
林
市
区
域
22
名
、
旧
高
原
町
区
域
８
名
、
旧

野
尻
町
区
域
６
名
を
基
本
と
し
、
新
市
に
お
い
て

在
任
特
例
期
間
中
に
調
整
す
る
。

４
．
農
業
委
員
会
の
委
員
の
報
酬
額
は
、
小
林
市

特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に
諮
り
、
合
併
時
ま
で
に

定
め
る
。

と
い
う
調
整
方
針
案
を
確
認
し
ま
し
た
。

■
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
等

●
２
回
目
の
特
例
の
適
用
に
つ
い
て

　

意
見
を
踏
ま
え
、
２
回
目
の
特
例
は
適
用
し
な

い
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

・
ま
ず
、
特
例
の
適
用
が
決
ま
ら
な
い
こ
と
に
は
、

は
決
ま
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
定
数
特
例
を
や

る
の
か
、
在
任
特
例
を
や
る
の
か
、
こ
れ
が
決
ま

ら
な
い
と
無
駄
だ
と
思
う
。

・
議
員
定
数
は
議
会
自
ら
が
決
め
る
べ
き
。
今
回
は

２
回
目
の
特
例
の
適
用
と
選
挙
区
に
止
め
て
お
い

た
方
が
良
い
。
た
だ
、
２
回
目
の
特
例
は
適
用
し

な
い
、
選
挙
区
は
設
け
な
い
と
い
う
考
え
は
あ
る
。

・
30
人
で
こ
の
小
委
員
会
で
決
ま
っ
た
と
し
て
、

新
市
の
議
会
で
さ
ら
に
削
減
と
い
う
方
法
は
で
き

る
の
か
。

・
２
回
目
の
特
例
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
で

良
い
の
で
は
な
い
か
。

・
小
林
市
議
会
で
は
、
２
回
目
の
特
例
は
適
用
し

な
い
と
決
ま
っ
た
。

●
特
例
適
用
後
の
選
挙
区
に
つ
い
て

　

意
見
を
踏
ま
え
、
合
併
後
最
初
の
一
般
選
挙
で

選
挙
区
は
設
置
し
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

・
２
回
目
の
特
例
は
適
用
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

確
認
し
合
っ
た
の
で
、
最
初
の
一
般
選
挙
に
お
い

て
も
選
挙
区
は
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
。
選
挙
区

は
設
置
し
な
い
方
が
良
い
。

・
新
し
い
１
つ
の
ま
ち
を
つ
く
る
の
で
、
選
挙
区

は
設
け
る
べ
き
で
は
な
い
、
オ
ー
プ
ン
の
選
挙
で

良
い
の
で
は
な
い
か
。

・
小
林
市
も
全
員
協
議
会
で
選
挙
区
は
設
け
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

●
新
市
の
議
員
定
数
に
つ
い
て

　

意
見
を
踏
ま
え
、
「
合
併
後
最
初
の
一
般
選
挙
に

お
け
る
議
員
定
数
は
26
人
以
内
で
新
市
に
お
い
て

調
整
す
る
」
こ
と
と
し
ま
し
た
。

・
ま
ず
、
法
定
数
上
限
の
30
人
と
し
て
お
い
て
、

新
市
の
議
会
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
削
減
し
て
い
く

か
を
協
議
し
、
決
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

・
法
定
数
で
定
め
て
お
い
て
、
新
た
な
ま
ち
づ
く

り
の
中
で
条
例
定
数
を
決
定
し
て
い
け
ば
良
い
。

・
類
似
都
市
の
議
員
定
数
一
覧
表
は
、
協
議
会
の

中
で
、
あ
の
数
字
を
決
め
て
出
し
て
い
る
の
か
。

・
こ
の
小
委
員
会
で
決
め
た
定
数
と
、
議
会
で
決

め
る
定
数
は
、
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
の
か
。

・
小
林
市
議
会
と
し
て
は
、
全
国
の
類
似
団
体
を

見
て
も
、
定
数
は
24
人
で
良
い
と
い
う
結
論
を
見

た
。

・
今
回
は
上
限
定
数
で
い
っ
て
、
新
市
に
お
い
て

小
林
市
の
条
例
に
基
づ
い
て
定
数
は
定
め
る
べ
き
。

小
委
員
会
は
法
定
定
数
30
人
以
内
で
定
め
て
い
た

方
が
、
後
の
協
議
が
や
り
や
す
い
。

・
住
民
の
負
託
に
応
え
る
た
め
に
は
、
法
定
数
の

30
人
で
決
め
て
お
い
て
、
新
市
に
お
い
て
は
、
大

幅
な
削
減
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
附
帯
条
件
付
き

で
載
せ
て
お
け
ば
良
い
。

・
前
回
の
合
併
協
議
会
に
お
い
て
、
野
尻
の
委
員

か
ら
定
数
を
20
人
で
決
め
る
べ
き
と
い
う
意
見
を

記
憶
し
て
い
る
。
今
回
30
人
と
決
め
た
の
は
、
議

会
の
総
意
な
の
か
。

・
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
で
住
民
が
求
め
て
い
る
も

の
は
、
議
員
の
数
が
多
い
と
い
う
意
見
。
１
年
１

か
月
の
在
任
特
例
で
小
林
の
条
例
に
基
づ
き
24
人

で
良
い
。
20
人
と
は
述
べ
て
い
な
い
。

・
小
林
市
の
言
っ
た
24
人
は
住
民
感
情
を
考
え
て
、

決
め
て
持
っ
て
き
て
い
る
。

・
合
併
協
議
で
、「
小
林
市
議
会
が
決
め
た
」
と
い

う
言
葉
は
い
か
が
な
も
の
か
。「
意
見
と
し
て
出
た

が
皆
さ
ん
ど
う
か
」
と
言
う
な
ら
、
賛
同
の
仕
方

は
十
分
あ
る
。
前
回
か
ら
の
住
民
感
情
を
十
分
踏

ま
え
た
上
で
、
在
任
特
例
・
定
数
特
例
を
判
断
す

べ
き
で
は
な
い
か
。

・
定
数
は
、
24
人
か
ら
26
人
と
い
う
よ
う
な
幅
を
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持
た
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
。

・
幅
を
持
た
し
た
上
で
、
新
市
の
議
会
で
さ
ら
に

削
減
を
求
め
る
条
件
を
つ
け
る
と
い
う
こ
と
で
ど

う
か
。

・
せ
っ
か
く
協
議
す
る
中
で
、
議
会
で
決
め
た
と

言
わ
れ
る
と
、
小
委
員
会
は
そ
の
と
お
り
に
し
な

く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
小
林
市
議
会
は
一
般
選
挙
で
選
挙
区
を
設
け
な

い
、
定
数
は
合
併
し
た
６
万
都
市
の
平
均
定
数
の

24
人
～
26
人
が
妥
当
と
い
う
意
見
。
野
尻
と
高
原

の
委
員
も
一
般
選
挙
は
大
幅
な
削
減
を
す
る
と
の

意
見
。
26
人
以
内
で
合
併
の
日
ま
で
に
調
整
す
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
。

・
小
林
市
議
会
で
24
人
か
26
人
に
決
ま
っ
た
よ
う

な
言
い
方
を
さ
れ
た
。
合
併
し
て
も
大
幅
な
議
員

定
数
削
減
を
や
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
小
委
員

会
で
の
定
数
を
議
会
で
審
議
し
て
く
だ
さ
い
と
い

う
や
り
方
を
し
て
ほ
し
い
。

・
合
併
す
る
意
味
は
何
な
の
か
。
財
源
が
な
い
こ

と
を
基
本
に
お
け
ば
、
合
併
で
議
員
定
数
を
削
減

す
る
こ
と
に
大
賛
成
。

・
上
限
定
数
を
言
っ
た
が
、
新
市
に
お
い
て
大
き

な
削
減
は
必
要
で
あ
る
。
合
併
後
は
小
林
市
の
条

例
で
行
く
の
で
、
数
字
を
謳う

た

わ
な
く
て
も
小
林
市

の
条
例
で
自
ず
と
24
人
の
数
字
は
出
て
く
る
。

・
問
題
は
新
市
の
13
か
月
間
の
中
で
、
ど
の
く
ら

い
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
が
構
築
で
き
る
か
。
定
数

は
26
人
以
下
で
、
新
市
の
中
で
決
定
す
る
と
い
う

文
言
で
、
含
み
を
持
た
せ
る
べ
き
。

・
議
員
、
一
般
市
民
も
大
幅
な
削
減
を
考
え
て
い
る
。

定
数
は
26
人
に
し
て
次
の
選
挙
ま
で
に
、
十
分
検

討
し
、
さ
ら
に
削
減
の
方
向
で
決
め
て
い
た
だ
き

た
い
。

・
第
１
回
の
選
挙
は
、
各
地
区
か
ら
少
し
で
も
多

く
の
議
員
が
議
会
に
参
加
・
協
議
し
て
も
ら
う
意

味
で
、
高
原
町
議
会
で
も
定
数
は
26
人
か
28
人
で
、

そ
の
先
は
24
人
で
も
構
わ
な
い
と
い
う
意
見
で
あ

る
。

・
野
尻
町
の
議
員
も
合
併
を
前
提
に
協
議
会
に
臨

ん
で
い
る
。
在
任
特
例
を
要
求
し
な
が
ら
、
そ
の

数
の
中
で
新
た
な
新
市
の
定
数
も
審
議
さ
れ
る
べ

き
。

・
野
尻
町
・
高
原
町
の
在
任
特
例
の
要
望
が
聞
き

入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
当
の
ま
ち
づ
く

り
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

・
26
人
以
下
で
調
整
す
る
と
い
う
こ
と
を
進
め
て

い
た
だ
き
た
い
。

・
小
林
市
は
、
26
人
以
内
で
、
合
併
ま
で
に
調
整

す
る
と
い
う
こ
と
で
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
話
を

し
た
。

・
高
原
町
は
、
小
委
員
会
と
し
て
は
26
人
以
内
で

調
整
す
る
と
い
う
こ
と
で
ど
う
か
。

・
野
尻
町
は
平
均
値
が
24
人
か
ら
26
人
ぐ
ら
い
だ
っ

た
が
、
た
だ
こ
れ
に
市
の
面
積
も
絡
ん
で
く
る
。

住
民
の
意
見
も
考
え
る
と
、
26
人
以
内
と
い
う
表

現
で
良
い
の
で
は
な
い
か
。

・
合
併
ま
で
に
調
整
す
る
の
か
、
新
市
の
中
で
決

定
す
る
の
か
で
文
言
が
違
っ
て
く
る
と
思
う
。

・
合
併
ま
で
に
調
整
で
は
な
く
、
新
市
に
お
い
て

調
整
す
る
と
い
う
ほ
う
が
良
い
と
思
う
が
。

・
合
併
後
の
13
か
月
間
で
新
市
の
ま
ち
を
構
築
で

き
れ
ば
、
議
員
数
を
減
ら
せ
る
可
能
性
は
あ
る
。

合
併
ま
で
で
な
く
、
新
市
の
中
で
決
定
と
い
う
文

言
を
入
れ
て
も
ら
い
た
い
。

・
26
人
以
下
で
確
認
を
と
っ
た
か
ら
、
条
例
定
数

26
人
で
決
定
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。

・
新
市
に
な
っ
て
か
ら
で
は
小
林
市
の
条
例
適
用

で
24
人
と
な
る
。
合
併
の
日
ま
で
に
調
整
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

・
26
人
で
条
例
で
決
め
て
、
新
市
で
次
の
選
挙
の

時
は
定
数
を
調
整
の
表
現
に
し
て
ほ
し
い
。

・
小
林
市
議
会
で
条
例
改
正
し
な
い
と
い
け
な
い

が
、
26
人
で
議
会
を
通
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
出

て
く
る
。
幅
を
持
た
せ
て
ほ
し
い
。

・
新
市
の
議
会
で
条
例
改
正
を
さ
れ
れ
ば
良
い
。

合
併
時
の
選
挙
は
在
任
特
例
か
定
数
特
例
か
で
、

増
員
選
挙
と
条
例
定
数
は
関
係
な
い
。

・
小
林
市
の
条
例
定
数
は
24
人
で
、
定
数
特
例
で

も
在
任
特
例
で
も
、
大
幅
に
オ
ー
バ
ー
す
る
。

・
在
任
特
例
か
定
数
特
例
か
い
ず
れ
出
る
の
で
、

新
市
の
議
会
で
条
例
改
正
を
す
れ
ば
問
題
な
い
。

●
報
酬
の
取
扱
い
に
つ
い
て

　

「
報
酬
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
小
林
市
特
別
職

報
酬
等
審
議
会
に
諮
り
定
め
る
」
こ
と
を
確
認
し

ま
し
た
。

●
特
例
の
適
用
に
つ
い
て

　

小
林
市
選
出
委
員
か
ら
「
定
数
特
例
」、
高
原
町
・

野
尻
町
選
出
委
員
か
ら
「
在
任
特
例
」
を
望
む
意

見
が
多
く
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
意
見
が
集
約
で
き

な
い
た
め
、
２
町
側
が
前
向
き
に
譲
歩
す
る
こ
と

を
前
提
に
、
次
回
を
最
後
の
小
委
員
会
と
し
て
開

催
し
、
協
議
・
確
認
と
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
小
林
市
選
出
委
員
の
意
見

・
小
林
市
は
最
初
か
ら
定
数
特
例
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
譲
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
合
併
し
て
新

し
い
市
議
会
に
な
る
。
み
ん
な
が
新
し
い
小
林
市

を
こ
れ
か
ら
盛
り
上
げ
て
、
盛
り
立
て
て
い
こ
う

と
い
う
新
市
の
希
望
を
持
っ
て
、
議
員
と
し
て
、

胸
を
張
っ
て
出
て
き
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
報
酬
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
小
林
市
特
別
職

報
酬
等
審
議
会
に
諮
り
定
め
る
と
い
う
確
認
を

と
っ
た
の
で
、
小
委
員
会
で
経
費
の
こ
と
は
言
え

る
の
か
。

・
在
任
特
例
で
新
し
く
議
場
を
造
っ
た
場
合
、
ど

の
程
度
の
費
用
が
か
か
る
か
試
算
し
て
な
い
か
。

・
議
場
の
改
築
等
を
含
め
た
と
き
は
、
数
千
万
円

の
お
金
が
必
要
。
今
の
小
林
市
議
会
で
審
議
す
る

に
は
35
人
が
ギ
リ
ギ
リ
で
、
定
数
特
例
し
か
な
い
。

わ
ず
か
１
年
の
た
め
に
、
数
千
万
円
の
金
は
使
え

な
い
。

・
公
民
館
あ
た
り
で
議
会
を
し
た
ら
、
小
林
市
民

に
な
ん
と
言
う
と
思
わ
れ
る
か
。
私
た
ち
も
原
則

で
と
は
言
っ
て
い
な
い
、
定
数
特
例
ま
で
は
小
林

市
も
認
め
よ
う
と
言
っ
て
い
る
。

・
定
数
特
例
に
変
わ
り
は
な
い
。
新
法
で
の
事
例
は
、

原
則
と
定
数
特
例
で
80
％
を
占
め
て
い
る
。
小
林

市
民
は
、
な
ぜ
今
、
高
原
町
・
野
尻
町
は
合
併
を

申
し
込
ま
れ
た
の
か
と
い
う
疑
念
が
あ
る
。
野
尻

町
長
は
「
不
退
転
の
決
意
で
、
今
回
は
合
併
を
成

功
さ
せ
た
い
」
と
申
し
込
み
を
さ
れ
た
。
住
民
の

人
口
割
、
住
民
の
感
情
を
考
え
る
と
、
こ
れ
か
ら

新
し
い
ま
ち
を
つ
く
っ
て
い
く
と
き
に
は
、
や
は

り
小
林
市
民
の
感
情
を
逆
撫
で
す
る
よ
う
な
こ
と

に
は
賛
同
し
か
ね
る
。

・
意
外
と
早
く
合
併
に
来
た
原
因
は
、
ま
ち
づ
く

り
も
だ
が
、
財
源
的
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
区
長
が
設
置
さ
れ
れ
ば
、
住
民
の
意
見
は

市
の
方
に
伝
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
議
員
が
み
ん

な
い
な
け
れ
ば
と
い
う
の
は
疑
問
。
高
原
町
・
野
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野尻町野尻町

高原町高原町

小林市小林市

尻
町
合
わ
せ
て
11
人
い
る
の
で
、
住
民
は
そ
の
人

た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
必
ず
し
も
在
任

特
例
が
良
い
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
区
長
設
置
と

定
数
特
例
で
あ
れ
ば
定
数
特
例
に
賛
成
す
る
。

・
学
識
だ
け
集
ま
っ
て
も
平
行
線
で
時
間
の
無
駄
。

・
意
見
の
食
い
違
い
が
あ
り
、
小
委
員
会
で
は
平

行
線
の
ま
ま
だ
。
合
併
協
議
会
に
差
し
戻
し
て
協

議
し
た
方
が
、
よ
り
良
い
意
見
が
出
る
。

・
採
決
し
て
も
３
分
の
２
以
上
で
な
い
と
い
か
ん

と
い
う
の
が
あ
る
の
で
、
今
の
ま
ま
で
は
と
て
も

ま
と
ま
ら
な
い
。

・
そ
れ
は
小
林
市
側
に
歩
み
寄
る
と
い
う
こ
と
の

発
言
か
、
こ
の
ま
ま
両
町
が
在
任
特
例
で
行
く
と

い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
何
回
開
い
て
も
同
じ
。
そ

の
意
味
合
い
が
分
か
ら
な
い
。

・
住
民
に
理
解
を
得
る
に
は
、
人
口
比
例
で
行
く

べ
き
で
あ
り
、
野
尻
町
が
５
人
、
高
原
町
が
６
人
、

小
林
市
が
24
人
な
ら
住
民
の
理
解
が
得
ら
れ
る
。

・
32
名
の
委
員
が
お
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
中
で
多

く
の
意
見
を
聞
く
の
が
良
い
。
こ
の
人
数
で
協
議

し
て
も
平
行
線
だ
。

・
我
々
は
議
員
の
定
数
・
任
期
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
新
市
の
基
本
計
画
、
地
域
自
治
区
等
は

別
の
委
員
会
で
前
向
き
に
検
討
さ
れ
た
と
聞
い
て

い
る
が
、
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

・
住
民
感
情
が
一
番
問
題
。
こ
れ
か
ら
新
し
い
ま

ち
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
と
、
住
民
の
協
力
が
な
け

れ
ば
新
し
い
ま
ち
は
で
き
な
い
。
反
目
し
合
っ
て

は
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。

・
高
原
町
・
野
尻
町
は
、
住
民
の
不
安
、
合
併
協

定
項
目
の
審
議
の
た
め
に
在
任
特
例
を
と
い
う
意

見
。
財
政
が
厳
し
い
か
ら
合
併
の
話
に
な
っ
て
き

た
。
選
挙
費
用
や
人
件
費
を
見
る
と
、
在
任
特
例

よ
り
も
定
数
特
例
の
方
が
行
革
に
繋
が
る
。
市
民

は
議
員
定
数
の
増
加
は
望
ん
で
い
な
い
。
議
員
の

質
の
問
題
で
、
少
数
で
も
声
を
出
せ
る
議
員
を
選

ん
で
き
た
ら
ど
う
か
。
地
域
自
治
区
長
を
置
く
こ

と
で
十
分
不
安
解
消
に
繋
が
る
。
小
林
24
人
、
高

原
６
人
、
野
尻
５
人
は
皆
さ
ん
納
得
の
い
く
数
だ
。

議
員
は
選
ん
で
、
住
民
の
声
を
十
分
反
映
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。

・
ま
ず
、
編
入
合
併
の
議
員
定
数
の
考
え
方
と
し
て
、

原
則
と
し
て
町
の
議
員
は
身
分
を
失
う
。
特
例
で

在
任
・
定
数
が
あ
る
。
良
い
ま
ち
を
活
発
な
意
見

を
出
し
て
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
小
林

は
定
数
特
例
を
主
張
し
て
い
る
。
在
任
特
例
を
主

張
さ
れ
る
が
、
合
併
の
主
旨
か
ら
逸
脱
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。

・
６
回
も
小
委
員
会
の
中
で
協
議
し
て
き
て
、
全

て
の
意
見
が
出
尽
く
し
た
と
思
う
。
今
更
、
皆
さ

ん
方
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
意
見
は
な
い
。

・
小
林
市
の
住
民
感
情
、
高
原
町
・
野
尻
町
の
住

民
の
不
安
解
消
は
イ
コ
ー
ル
だ
。
財
政
が
健
全
で

あ
れ
ば
合
併
す
る
意
味
も
な
い
。
広
域
的
な
西
諸

を
と
い
う
こ
と
で
、
合
併
を
申
し
入
れ
た
の
で
は

な
い
の
か
。

●
高
原
町
・
野
尻
町
選
出
委
員
の
意
見

・
野
尻
町
と
し
て
は
在
任
特
例
で
お
願
い
し
た
い
。

理
由
は
小
委
員
会
各
委
員
の
意
見
で
、
財
政
的
理

由
や
経
費
の
削
減
が
多
い
。
在
任
特
例
を
使
っ
て
、

報
酬
に
つ
い
て
は
現
行
報
酬
で
あ
れ
ば
在
任
特
例

の
方
が
１
百
万
円
程
度
安
く
な
る
。
13
か
月
間
で

新
し
い
ま
ち
を
き
ち
ん
と
つ
く
る
こ
と
で
、
定
数

を
24
人
以
下
に
も
で
き
る
。

・
審
議
会
が
決
め
た
報
酬
か
ら
何
％
カ
ッ
ト
す
る
と
、

公
約
と
し
て
で
き
る
。
野
尻
町
・
高
原
町
は
現
行
報

酬
で
良
い
と
確
認
を
と
っ
て
い
る
。
審
議
会
に
野
尻

町
・
高
原
町
か
ら
申
し
入
れ
を
す
れ
ば
大
丈
夫
だ
。

・
13
か
月
間
の
間
に
議
場
を
つ
く
る
必
要
は
な
い
。

持
ち
回
り
で
は
な
く
小
林
市
中
央
公
民
館
で
も
対

応
で
き
る
。
き
ち
ん
と
し
た
議
場
で
な
い
と
い
け

な
い
理
由
が
分
か
ら
な
い
。
議
場
は
、
そ
の
人
数

に
応
じ
た
形
で
使
え
れ
ば
、
13
か
月
の
間
は
そ
れ

で
も
良
い
。

・
な
ん
で
中
央
公
民
館
で
議
会
を
す
る
こ
と
に
、

市
民
が
反
発
す
る
の
か
分
か
ら
な
い
。

・
議
員
自
ら
が
意
見
を
言
う
と
保
身
だ
の
言
わ
れ

る
。
学
識
経
験
者
だ
け
集
ま
っ
て
、
そ
の
中
で
協

議
し
て
い
た
だ
く
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

・
今
回
は
合
併
を
成
功
さ
せ
た
い
。
編
入
さ
れ
る

側
と
し
て
は
、
住
民
の
声
を
反
映
さ
せ
る
た
め
、

合
併
し
て
13
か
月
は
、
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
た

め
に
、
一
人
で
も
多
く
の
議
員
が
議
会
に
参
加
し

て
携
わ
っ
て
も
ら
い
、
我
々
も
新
し
い
小
林
市
民

と
し
て
や
っ
て
い
き
た
い
。

・
住
民
と
も
話
し
た
が
ど
う
し
て
も
議
員
を
在
任

し
て
い
た
だ
き
た
い
と
の
話
を
聞
い
た
。

・
小
委
員
会
の
中
で
学
識
だ
け
で
話
す
と
い
う
の

は
、
ど
う
い
う
も
の
か
。
小
委
員
会
の
中
で
、
ほ

と
ん
ど
意
見
は
述
べ
ら
れ
た
。

・
学
識
委
員
が
住
民
と
し
て
の
考
え
を
持
っ
て
、

意
見
交
換
を
す
る
の
は
良
い
の
で
は
な
い
か
。

・
本
会
議
場
に
入
り
き
ら
な
い
か
ら
在
任
は
認
め

ら
れ
な
い
の
は
お
か
し
い
。
高
原
町
・
野
尻
町
を

含
め
て
予
算
も
大
き
く
な
り
、
全
体
の
人
口
も

６
万
を
超
す
人
口
に
な
る
。

・
小
林
市
の
委
員
か
ら
は
、
編
入
と
か
住
民
感
情

を
全
て
前
提
と
し
て
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
。
新

し
い
ま
ち
づ
く
り
を
皆
で
や
ろ
う
と
い
う
前
向
き

な
発
言
が
全
然
見
受
け
ら
れ
な
い
。

・
議
場
が
足
り
な
い
と
か
、
住
民
感
情
が
と
か
、

編
入
だ
か
ら
と
か
、
そ
う
い
う
意
見
が
主
に
な
っ

て
い
る
。
小
林
の
皆
さ
ん
が
な
ぜ
定
数
な
の
か
と

い
う
こ
と
を
納
得
で
き
る
形
で
ま
と
め
て
い
た
だ

け
れ
ば
、
我
々
も
納
得
す
る
。

・
高
原
町
も
行
財
政
改
革
を
進
め
て
、
い
ろ
い
ろ

な
経
費
削
減
を
図
っ
て
き
た
。
今
回
の
決
算
等
を

見
て
も
、
堅
実
な
行
政
運
営
を
し
て
い
る
。
合
併

し
て
２
つ
の
町
の
予
算
が
小
林
市
に
入
り
、
全
体

予
算
も
大
き
く
な
る
。
小
林
市
全
体
の
新
し
い
市

を
つ
く
る
に
お
い
て
は
、
前
の
法
定
協
議
を
踏
ま

え
て
今
回
は
編
入
に
な
る
と
説
明
を
受
け
て
お
り
、

住
民
説
明
会
の
中
で
も
説
明
し
て
い
る
。

・
報
酬
は
こ
の
中
で
協
議
す
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
だ
が
、
一
番
住
民
が
気
に
し
て
い
る
の
は
、

報
酬
、
経
費
だ
。
報
酬
は
現
行
報
酬
で
で
き
る
。

野
尻
の
議
員
に
対
し
て
、
定
数
を
認
め
た
と
言
い

た
い
が
、
そ
の
理
由
が
納
得
で
き
な
い
面
が
あ
る
。

・
小
林
市
か
ら
「
高
原
は
財
政
が
悪
い
か
ら
、
立

て
直
し
を
図
り
な
さ
い
」
と
い
う
附
帯
条
件
が
あ
っ

た
。
一
生
懸
命
努
力
し
た
結
果
、好
転
を
し
て
い
る
。

将
来
の
こ
と
を
含
め
て
、
財
政
が
悪
い
か
ら
合
併

じ
ゃ
な
く
て
、
力
の
あ
る
自
治
体
を
目
指
さ
な
い

と
い
け
な
い
。
目
先
の
こ
と
だ
け
で
判
断
し
て
は

い
け
な
い
し
、
住
民
感
情
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

・
前
向
き
な
考
え
じ
ゃ
な
け
れ
ば
、
協
議
の
延
長

は
望
ん
で
い
な
い
。
前
向
き
な
意
見
が
あ
る
と
い

う
確
認
を
し
た
上
で
言
っ
て
い
る
。

・
持
ち
帰
っ
て
検
討
し
て
、
良
い
方
向
に
行
く
よ

う
に
今
度
は
結
論
を
出
し
た
い
。
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新
市
基
本
計
画
・
地
域
自
治
区
等

新
市
基
本
計
画
・
地
域
自
治
区
等

設
置
検
討
小
委
員
会
を
開
催

設
置
検
討
小
委
員
会
を
開
催

　

第
６
回
小
委
員
会

８
月
８
日　

小
林
市
役
所
４
階
大
会
議
室　

■
新
市
基
本
計
画 

（
第
４
章
～
第
８
章
）

　

新
市
基
本
計
画 

（
第
４
章
～
第
８
章
）
に
つ
い

て
協
議
し
、
意
見
を
踏
ま
え
て
確
認
し
ま
し
た
。

・
言
葉
の
概
念
が
正
確
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
部
分

が
あ
る
の
で
、
用
語
の
解
説
が
あ
っ
た
ら
良
い
。

・
下
水
道
事
業
は
20
年
後
大
き
な
問
題
に
発
展
す

る
可
能
性
が
あ
る
。
街
の
中
心
は
移
動
す
る
の
で

人
も
移
り
住
む
。
地
域
を
も
う
少
し
狭
め
４
百
ha

を
３
百
ha
規
模
に
し
た
ら
ど
う
か
。

・
市
町
村
は
多
目
的
施
設
を
造
り
た
い
が
、
補
助

金
の
関
係
で
国
が
認
め
て
く
れ
な
い
と
い
う
壁
が

あ
っ
た
。
し
か
し
、
規
制
緩
和
の
関
係
で
、
そ
う

い
う
も
の
も
あ
る
程
度
取
り
払
わ
れ
て
き
て
い
る

の
で
は
な
い
か
。
複
合
施
設
建
設
に
つ
い
て
、
事

務
局
で
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
か
。

・
要
望
で
あ
る
が
、
合
併
後
、
複
合
施
設
建
設
に

つ
い
て
、
早
急
に
手
を
付
け
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
読
書
活
動
の
充
実
に
つ
い
て
、
図
書
館
を
中
心

に
し
て
と
あ
る
が
、
現
在
、
小
林
市
だ
け
が
図
書

館
に
な
っ
て
い
る
。
指
定
管
理
者
制
度
に
な
っ
て

い
る
が
、
合
併
し
た
と
き
に
は
、
高
原
町
、
野
尻

町
含
め
て
ど
う
い
う
構
想
に
な
る
の
か
。

・
生
涯
学
習
推
進
体
制
の
本
拠
地
は
、
本
来
な
ら

首
長
部
局
の
中
に
位
置
づ
け
さ
れ
な
い
と
い
け
な

い
と
思
う
が
、
今
後
の
課
題
と
し
て
ど
う
捉
え
て

い
る
か
。
社
会
教
育
の
拠
点
施
設
で
あ
る
公
立
公

民
館
と
公
民
館
類
似
施
設
に
つ
い
て
、
須
木
を
加

え
た
新
体
制
の
中
で
ど
の
よ
う
に
見
直
し
が
な
さ

れ
て
い
る
の
か
、
生
涯
学
習
を
推
進
施
策
と
し
て

ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん
で
い
く
の
か
。

・
公
立
公
民
館
と
自
治
公
民
館
を
切
り
離
さ
ず
に

連
携
を
大
事
に
し
て
ほ
し
い
。

・
地
域
で
活
動
を
活
発
に
す
る
と
い
う
の
が
出
て

い
た
が
、
そ
う
い
う
場
合
、
活
動
の
拠
点
と
い
う

の
は
公
民
館
な
ど
を
考
え
て
い
る
の
か
。

・
権
限
委
譲
に
つ
い
て
約
６
万
人
の
市
に
な
る
の

で
、
積
極
的
に
権
限
委
譲
を
受
け
る
よ
う
に
し
て

ほ
し
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
市
民
の
利
便

性
、
生
活
向
上
に
つ
な
が
る
部
分
が
あ
る
。

■
高
原
町
・
野
尻
町
の
地
域
自
治
組
織

●
地
域
自
治
区
の
区
長
の
選
任
等

 

意
見
を
踏
ま
え
、
地
域
自
治
区
の
区
長
の
選
任
等

に
つ
い
て
は
、
意
見
が
集
約
で
き
な
い
た
め
、
次

回
ま
で
継
続
協
議
と
し
た
上
で
、
確
認
ま
で
行
う

こ
と
と
し
ま
し
た
。

・
受
け
入
れ
る
小
林
市
側
と
し
て
は
財
政
問
題
等

を
言
う
の
は
当
然
の
こ
と
だ
。
一
方
、
編
入
さ
れ

る
側
か
ら
す
る
と
や
は
り
不
安
が
あ
る
。
職
員
の

中
で
能
力
の
あ
る
人
は
い
る
と
思
う
が
、
短
い
期

間
で
も
良
い
か
ら
、
当
面
は
区
長
設
置
を
お
願
い

し
た
い
。
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で
、
特
別

職
の
方
が
引
っ
張
っ
て
い
く
方
が
効
果
は
上
が
る
。

・
事
務
所
長
の
代
わ
り
に
特
別
職
の
区
長
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
が
、
特
別
職
の
区
長
の
方
が
権
限

は
あ
る
の
か
、
権
限
は
同
じ
な
の
か
。

・
須
木
区
長
の
は
２
千
万
円
ま
で
の
決
裁
は
、
た

だ
決
裁
す
る
だ
け
で
、
事
業
面
に
お
い
て
予
算
ま

で
権
限
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
小

林
市
に
な
る
の
だ
か
ら
そ
の
不
安
は
払
拭
さ
れ
る

の
で
は
な
い
か
。
特
別
職
で
な
く
、
事
務
職
で
も

一
緒
な
の
で
は
な
い
か
。

・
事
務
所
長
で
あ
れ
区
長
で
あ
れ
、
意
見
が
そ
の

ま
ま
通
る
と
は
限
ら
な
い
。
地
域
協
議
会
が
き
ち

ん
と
機
能
す
る
か
ど
う
か
が
大
事
。
特
別
職
の
区

長
が
い
る
か
ど
う
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
つ

く
っ
た
組
織
が
機
能
す
る
か
ど
う
か
が
大
事
。
事

務
所
長
で
十
分
や
っ
て
い
け
る
。

・
高
原
町
民
と
野
尻
町
民
の
新
小
林
市
の
市
民
と

し
て
の
期
待
、
不
安
、
動
揺
に
つ
い
て
、
十
分
配

慮
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
新
市
の
融
合
を
一
刻

も
早
く
図
り
た
い
の
で
、
何
年
も
区
長
を
置
い
て

ほ
し
い
と
は
考
え
て
い
な
い
。

・
地
域
協
議
会
が
充
実
す
る
ま
で
の
間
は
、
住
民

の
意
見
を
き
ち
ん
と
市
長
に
言
え
る
よ
う
な
人
を

選
ん
で
ほ
し
い
。
一
体
感
の
促
進
や
経
費
削
減
に

は
事
務
所
長
が
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
サ
ー

ビ
ス
の
低
下
な
ど
の
不
安
が
あ
る
。
２
年
に
限
っ

て
区
長
を
置
き
、
そ
の
後
は
ま
た
考
え
る
と
い
う

こ
と
は
で
き
な
い
か
。

・
住
民
の
不
安
が
区
長
を
置
く
こ
と
で
解
消
さ
れ

る
か
疑
問
。
住
民
の
不
安
は
、
例
え
ば
税
金
や
保

険
料
の
問
題
。
事
務
所
長
で
も
不
安
解
消
は
可
能
。

合
併
に
よ
る
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
の
緩
和
を
考

え
な
い
と
い
け
な
い
。

・
住
民
サ
ー
ビ
ス
は
合
併
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
低

下
す
る
。
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
豊
か
に
な
る
な
ど
と

い
う
期
待
感
は
捨
て
な
い
と
い
け
な
い
。

・
合
併
で
借
金
が
増
え
る
不
安
を
市
民
は
持
っ
て

い
る
。
財
政
改
革
を
見
据
え
な
い
と
、合
併
し
て
も
、

将
来
住
民
が
苦
し
む
こ
と
に
な
る
。

・
須
木
の
住
民
不
安
が
あ
る
と
い
う
中
で
合
併
を

し
た
が
、
実
際
に
聞
い
て
み
る
と
、
そ
ん
な
に
不

安
は
感
じ
て
い
な
い
。

・
須
木
の
状
況
は
非
常
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
。

高
原
町
も
野
尻
町
も
そ
う
な
れ
る
よ
う
に
、
２
年

く
ら
い
は
区
長
を
置
い
た
方
が
良
い
。

・
多
く
の
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
町
を
移
動
し
て
い
る

の
に
ど
こ
に
不
安
が
あ
る
の
か
。
税
収
が
か
な
り

減
っ
て
お
り
、
財
政
に
つ
い
て
曖
昧
な
ま
ま
事
を

進
め
る
と
後
で
皆
さ
ん
に
ツ
ケ
が
く
る
。
財
政
の

厳
し
さ
を
思
う
と
、
区
長
を
置
く
と
し
て
も
給
与

を
抑
え
る
な
ど
し
な
い
と
い
け
な
い
。

・
今
日
の
社
会
不
安
と
い
え
ば
、
地
方
と
都
市
部

の
所
得
格
差
、
医
療
問
題
。
地
域
協
議
会
を
つ
く

り
な
が
ら
、
そ
の
下
に
市
政
に
参
加
し
て
い
け
る

ま
ち
づ
く
り
組
織
を
つ
く
ろ
う
。
そ
れ
で
も
不
安

だ
か
ら
特
別
職
を
置
こ
う
と
い
う
の
は
、
よ
く
分

か
ら
な
い
。

・
区
長
の
問
題
は
、
合
併
を
す
る
時
の
ま
さ
に
今

の
問
題
で
あ
る
。
自
治
組
織
が
定
着
す
る
か
ど
う

か
と
い
う
の
は
区
長
に
か
か
っ
て
い
る
。

・
期
間
の
問
題
で
は
な
く
、
事
務
所
長
な
の
か
、

事
務
所
長
で
十
分
任
務
を
果
た
せ
る
の
で
は
な
い

か
。
事
務
所
長
か
特
別
職
の
区
長
か
と
い
う
論
点
。

期
間
は
次
の
話
に
し
な
い
と
、
お
か
し
く
な
っ
て

く
る
。

　

こ
こ
で
意
見
集
約
の
た
め
❶
区
長
設
置
２
年
間

❷
区
長
設
置
４
年
間
❸
区
長
は
設
置
し
な
い
と
い

　▲第６回小委員会



15　October,2008 合併協議会だより

う
３
つ
の
選
択
肢
に
つ
い
て
、
委
員
一
人
ひ
と
り

の
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

・
こ
れ
ま
で
住
民
の
幸
せ
を
考
え
て
訴
え
て
き
た
。

・
非
常
に
複
雑
だ
が
合
併
が
進
む
た
め
に
区
長
を

２
年
１
期
に
限
っ
て
置
く
。
区
長
を
置
い
て
、
で

き
れ
ば
早
い
時
期
に
な
く
し
た
方
が
良
い
。
市
長

に
は
公
正
な
立
場
で
任
命
し
て
ほ
し
い
。

・
基
本
的
に
は
区
長
は
置
く
べ
き
で
は
な
い
が
、

区
長
に
権
限
が
あ
る
な
ら
置
い
て
も
良
い
。
２
年

間
だ
け
区
長
を
置
く
案
も
検
討
す
る
べ
き
で
は
な

い
か
。

・
持
論
と
し
て
は
事
務
所
長
で
良
い
。
歩
み
寄
り

と
い
う
こ
と
か
ら
言
う
と
、
区
長
設
置
２
年
間
と

い
う
こ
と
で
譲
歩
し
な
い
と
い
け
な
い
。

・
財
政
的
な
こ
と
を
考
え
る
と
職
員
の
事
務
所
長

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
区
長
を
設
置
し
な
い
で
、

だ
め
だ
っ
た
ら
、
ほ
か
の
方
法
も
考
え
な
い
と
い

け
な
い
。

・
住
民
の
不
安
が
あ
る
中
で
、
い
か
に
早
く
良
い

町
を
つ
く
っ
て
い
く
か
。
地
域
協
議
会
は
、
合
併

と
同
時
に
十
分
な
機
能
を
果
た
せ
る
か
と
い
え
ば

疑
問
。
権
限
の
あ
る
区
長
を
置
い
て
、
短
期
間
で

一
体
感
が
図
れ
れ
ば
良
い
。

・
給
料
を
下
げ
て
で
も
区
長
を
置
い
て
、
住
民
の

安
心
安
全
を
守
っ
て
あ
げ
る
の
が
大
事
。
一
部
の

地
域
だ
け
発
展
し
て
、
他
の
地
域
は
取
り
残
さ
れ

る
と
い
う
不
安
が
あ
る
。

・
ま
ち
づ
く
り
を
絵
に
書
い
た
餅
に
し
た
く
な
い
。

本
当
に
実
現
す
る
た
め
に
は
、
区
長
を
置
い
て
束

ね
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
一
番
効
果
が
あ
る
。

・
給
料
を
下
げ
て
区
長
を
置
く
と
い
う
こ
と
を
せ

ず
に
、
最
初
か
ら
職
員
の
事
務
所
長
で
良
い
の
で

は
な
い
か
。

・
財
政
状
況
を
考
え
る
と
事
務
所
長
で
良
い
が
、

何
か
し
て
ほ
し
い
時
に
、
区
長
と
事
務
所
長
で
は

受
け
取
り
方
が
違
う
。
短
い
期
間
で
も
置
い
た
方

が
良
い
。

・
合
併
を
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
が
、
財
政
状
況
を
考
え
な
い
合
併
は
あ
り
え

な
い
。

・
区
長
を
置
く
べ
き
だ
。
財
政
が
厳
し
い
の
は
十

分
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、
２
年
な
ら
２
年
と
し
て

区
長
を
置
い
た
方
が
良
い
。
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７
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■
高
原
町
・
野
尻
町
の
地
域
自
治
組
織

●
地
域
自
治
区
の
区
長
の
選
任

　

委
員
一
人
一
人
の
意
見
を
聴
い
た
後
、
地
域
自

治
区
の
区
長
の
選
任
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
し

た
。
そ
の
結
果
、
「
特
別
職
の
区
長
を
置
く
」
に
賛

同
す
る
委
員
が
９
人
、「
事
務
所
長
を
置
き
職
員
を

充
て
る
」
に
賛
同
す
る
委
員
が
２
人
で
あ
り
、
出

席
委
員
の
３
分
の
２
以
上
の
賛
同
が
あ
っ
た
た
め
、

「
特
別
職
の
区
長
を
置
く
」
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

協
議
書
に
は
、「
地
域
自
治
区
の
事
務
所
に
地
方

自
治
法
に
基
づ
き
事
務
所
の
長
を
置
き
、
市
長
の

補
助
機
関
で
あ
る
職
員
を
も
っ
て
充
て
る
。
た
だ

し
、
合
併
新
法
に
よ
り
合
併
の
日
か
ら
２
年
間
に

限
り
、
事
務
所
の
長
に
代
え
て
特
別
職
の
区
長
を

置
く
」
と
規
定
す
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。

な
お
、「
区
長
の
選
任
に
つ
い
て
は
、
地
域
協
議
会
、

地
域
の
団
体
・
組
織
等
か
ら
の
意
見
を
尊
重
し
て
、

地
域
の
行
政
運
営
に
関
し
優
れ
た
識
見
を
有
す
る

も
の
の
う
ち
か
ら
市
長
が
選
任
す
る
」
こ
と
と
し

ま
し
た
。

・
長
い
歴
史
の
あ
る
町
が
合
併
に
よ
っ
て
な
く
な

る
。
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
等
の
不
安
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
を
出
し
合
い
な
が
ら
、
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
事
。
区
長
を
置
い

て
も
ら
え
る
な
ら
、
報
酬
は
、
ま
ち
づ
く
り
に
つ

い
て
の
必
要
最
低
限
の
経
費
で
あ
る
。

・
財
政
は
関
わ
っ
て
く
る
が
、
軌
道
に
乗
る
ま
で

は
区
長
を
置
い
て
ほ
し
い
。

・
基
本
的
に
区
長
を
置
く
こ
と
に
は
反
対
。
長
期

的
に
見
た
場
合
、
区
長
設
置
は
２
年
か
４
年
か
の

議
論
で
、
２
年
後
に
は
同
じ
不
安
が
で
き
て
く
る
。

一
体
感
の
た
め
に
早
く
ひ
と
つ
に
な
る
べ
き
。
２

年
遅
れ
る
こ
と
で
弊
害
が
出
て
く
る
。
予
算
的
に

自
由
裁
量
で
１
億
円
く
ら
い
の
権
限
を
区
長
に
与

え
る
の
な
ら
良
い
が
、
大
し
た
権
限
は
な
い
の
で

は
な
い
か
。

・
編
入
さ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
２
町
の
住
民
の

中
に
は
不
安
が
あ
る
。
激
変
緩
和
措
置
の
重
み
を

住
民
の
代
表
と
し
て
重
く
受
け
止
め
る
べ
き
。
そ

の
代
名
詞
と
し
て
区
長
は
当
然
あ
る
べ
き
。
両
町

の
長
い
歴
史
的
背
景
を
私
た
ち
は
無
視
で
き
な
い
。

一
過
性
の
措
置
だ
が
、
区
長
は
当
分
移
行
措
置
の

期
間
は
置
く
べ
き
で
あ
る
。

・
基
本
的
に
は
事
務
所
長
で
良
い
が
、
合
併
が
成

就
し
な
け
れ
ば
委
員
も
責
任
が
あ
る
。
条
件
付
で

区
長
を
置
く
場
合
、
２
年
間
と
い
う
限
定
を
さ
せ

て
い
た
だ
き
た
い
。

・
財
政
問
題
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
両
町
が
覚
悟

を
持
っ
て
申
し
入
れ
た
合
併
。
今
回
の
合
併
が
ま

と
ま
ら
な
い
と
地
域
住
民
に
申
し
訳
な
い
。
財
政

上
、
区
長
は
置
か
な
く
て
良
い
と
思
う
が
、
２
年

間
と
い
う
限
定
で
置
く
こ
と
に
し
た
い
。

・
譲
歩
と
い
う
と
区
長
を
２
年
に
限
っ
て
設
置
と

い
う
こ
と
に
な
る
が
、
財
政
改
革
が
合
併
の
意
義

で
あ
り
、
地
域
協
議
会
が
十
分
機
能
す
れ
ば
、
事

務
所
長
に
人
材
を
充
て
る
こ
と
で
補
う
べ
き
。

・
こ
れ
か
ら
の
自
治
を
ど
う
創
る
の
か
。
須
木
と

の
合
併
の
反
省
を
念
頭
に
置
い
て
協
議
す
べ
き
。

編
入
で
も
結
構
だ
か
ら
合
併
を
と
言
っ
て
き
た
の

に
、
両
町
は
自
分
た
ち
の
既
得
権
を
守
ろ
う
と
し

て
い
る
。
特
別
職
を
置
く
こ
と
が
そ
ん
な
に
重
要

な
の
か
。
事
務
所
長
で
十
分
で
あ
る
。

・
３
年
前
の
合
併
で
は
い
ろ
ん
な
不
安
が
あ
り
、

須
木
の
地
域
協
議
会
は
軌
道
に
乗
る
ま
で
１
年
半

か
か
っ
た
。
事
務
所
長
で
は
市
長
に
対
し
て
の
意

見
が
弱
く
、
区
長
が
い
る
と
安
心
で
あ
る
。

・
ぜ
ひ
こ
の
合
併
を
実
現
し
た
い
。
住
民
の
不
安

解
消
の
た
め
、
当
面
２
年
間
に
限
っ
て
区
長
を
置

い
て
ほ
し
い
。

・
い
ろ
ん
な
人
の
意
見
を
聴
き
、
採
決
は
避
け
た

い
が
全
会
一
致
は
難
し
い
。
小
林
市
議
会
で
は
、

行
財
政
改
革
の
た
め
無
駄
は
省
く
べ
き
と
言
っ
て

い
る
。
譲
歩
す
る
の
で
あ
れ
ば
長
期
間
の
区
長
設

置
は
無
理
。
今
回
は
、
住
民
側
が
動
か
し
て
合
併

す
る
こ
と
に
な
っ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
が
不
発
に

終
わ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
。

・
区
長
は
市
長
が
任
命
す
る
方
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
か
。

●
区
長
の
設
置
期
間

　

意
見
を
踏
ま
え
、
区
長
の
「
設
置
期
間
は
、
合

併
の
日
か
ら
２
年
間
に
限
り
設
置
す
る
」
こ
と
と

し
ま
し
た
。

・
さ
き
ほ
ど
設
置
期
間
は
２
年
間
と
い
う
意
見
が

出
た
。
高
原
町
・
野
尻
町
も
２
年
間
で
も
良
い
か

　▲第７回小委員会
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野尻町野尻町

高原町高原町

小林市小林市

ら
と
言
っ
て
き
た
。
区
長
は
２
年
間
だ
け
置
く
こ

と
を
全
会
一
致
で
確
認
を
お
願
い
し
た
い
。

●
区
長
の
任
期

　

「
地
域
自
治
区
長
の
任
期
は
２
年
と
す
る
」
こ
と

と
し
ま
し
た
。

●
区
長
の
権
限

　

意
見
を
踏
ま
え
、
「
❶
区
長
は
、
地
域
自
治
区
を

代
表
し
、
そ
の
地
域
の
特
性
や
資
源
を
活
か
し
た

独
自
性
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
、
市
長
に
助

言
し
、
ま
た
は
意
見
を
具
申
す
る
❷
区
長
は
、
新

市
の
円
滑
な
運
営
と
均
衡
あ
る
発
展
に
資
す
る
よ

う
、
市
長
そ
の
他
の
小
林
市
の
機
関
及
び
地
域
自

治
区
の
区
域
内
の
公
共
的
団
体
等
と
の
緊
密
な
連

携
（
協
働
）
を
図
り
つ
つ
、
担
任
す
る
事
務
を
処

理
す
る
も
の
と
す
る
」
こ
と
と
し
ま
し
た
。

・
ど
う
い
う
特
別
職
の
区
長
な
の
か
。
こ
れ
か
ら

の
自
治
に
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
。
２
年
間

置
く
特
別
職
の
区
長
に
ど
う
い
う
任
務
を
与
え
る

の
か
。
予
算
の
権
限
が
ど
う
だ
と
か
言
う
前
に
、

住
民
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
参
画
を
図
っ
て
い
こ
う

と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・
合
併
に
対
す
る
住
民
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め

の
補
完
的
機
能
と
、
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
等
の
組

織
の
機
能
化
に
向
け
て
の
相
談
的
役
割
、
総
務
省

自
治
行
政
局
の
見
解
等
を
盛
り
込
む
べ
き
。

●
区
長
の
報
酬

　

意
見
を
踏
ま
え
、
た
だ
し
書
と
し
て
「
区
長
の

報
酬
の
額
は
、
そ
の
身
分
及
び
職
責
を
踏
ま
え
財

政
状
況
等
を
考
慮
し
た
上
で
、
特
段
の
配
慮
を
も
っ

て
、
市
長
が
小
林
市
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
に
諮

り
、
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
」
と
入
れ
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。

■
新
市
基
本
計
画 

（
第
９
章
）
財
政
計
画

　

新
市
基
本
計
画 

（
第
９
章
）
財
政
計
画
に
つ
い

て
は
、
本
日
は
提
案
の
み
と
し
、
次
回
協
議
・
確

認
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

・
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
連
結
決
算
を
考
え

る
と
、
企
業
会
計
・
特
別
会
計
ま
で
全
て
含
ん
で

推
計
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

 　

第
８
回
小
委
員
会

８
月
28
日　

高
原
町
総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

「
ほ
ほ
え
み
館
」
神
武
ホ
ー
ル

■
地
域
自
治
区
の
設
置
に
関
す
る
協
議
書
（
案
）

　

意
見
を
踏
ま
え
、
協
議
書
（
案
）
区
長
の
報
酬

に
つ
い
て
「
特
段
の
配
慮
を
も
っ
て
」
の
文
言
に

つ
い
て
は
削
除
し
ま
し
た
。
ま
た
、
地
域
協
議
会

の
組
織
の
中
で
委
員
の
選
任
区
分
に
つ
い
て
、「
公

共
的
団
体
及
び
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
等
が
推
薦
す

る
者
」
と
し
、「
及
び
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
」
を
挿

入
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

●
地
域
自
治
区
の
区
長

・
区
長
の
報
酬
の
「
特
段
の
配
慮
を
も
っ
て
」
に

つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
受
け
止
め
方
が
あ
る
。
小

林
市
の
特
別
職
報
酬
等
審
議
会
で
、
ど
の
よ
う
に

捉
え
ら
れ
る
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
文
言
を
考
え

な
く
て
良
い
か
。

・
地
域
協
議
会
の
組
織
で
「
15
人
以
内
」
と
あ
る
が
、

小
林
市
協
働
の
ま
ち
づ
く
り
基
本
指
針
に
基
づ
い

て
、
小
学
校
区
を
単
位
と
し
た
実
働
部
隊
と
し
て

の
ま
ち
づ
く
り
委
員
会
代
表
が
、
地
域
協
議
会
の

委
員
に
入
っ
て
い
く
こ
と
が
大
事
。

・
区
長
の
報
酬
の
文
言
に
つ
い
て
は
同
感
で
あ
る
。

そ
の
前
に
「
財
政
状
況
等
を
考
慮
し
て
」
と
あ
る

の
で
、「
特
段
の
配
慮
を
も
っ
て
」
に
つ
い
て
は
、

削
除
し
た
ら
良
い
の
で
は
な
い
か
。

●
地
域
協
議
会
の
組
織

・
合
併
協
議
に
基
づ
い
て
、
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

を
創
ろ
う
と
決
め
た
。
公
共
的
団
体
と
い
う
捉
え

方
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
が
、「
公
募
に
よ
る
者
」

の
前
に
別
途
入
れ
た
方
が
明
確
に
な
る
。

・
委
員
の
仕
分
け
を
細
か
く
規
定
を
す
る
と
、
自

由
闊か

っ
た
つ達

な
人
材
の
掘
り
起
こ
し
が
窮
屈
に
な
る
の

で
、
原
文
の
ま
ま
で
良
い
。

・
地
域
協
議
会
が
で
き
て
、
そ
の
下
に
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
を
創
っ
て
い
く
と
い
う
考
え
が
あ
る
の

で
あ
れ
ば
、「
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
」
を
入
れ
た
方

が
良
い
。

・
調
整
案
の
中
に
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
が
出
て
い

る
の
で
、
そ
の
整
合
性
を
も
っ
て
「
ま
ち
づ
く

り
協
議
会
」
を
入
れ
て
い
た
だ
き
た
い
。

●
地
域
協
議
会
の
委
員
の
任
期
等

・
委
員
の
費
用
弁
償
の
表
現
は
、
須
木
と
の
違
い

は
な
い
の
か
。

■
新
市
基
本
計
画
（
第
９
章
）
財
政
計
画

　

意
見
を
踏
ま
え
、
新
市
基
本
計
画
（
第
９
章
）

財
政
計
画
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
確
認
し

ま
し
た
。

・
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
合
併
と
非
合
併
の
投

資
余
力
の
比
較
に
つ
い
て
は
、
合
併
の
効
果
が

36
億
６
千
９
百
万
円
出
て
い
る
。
合
併
と
非
合
併

の
投
資
余
力
の
動
向
の
違
い
を
聴
き
た
い
。
ま
た
、

非
合
併
の
場
合
の
３
市
町
そ
れ
ぞ
れ
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
は
、
提
示
し
て
い
た
だ
け
な
い
の
か
。

・
絶
対
に
合
併
を
成
功
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
考
え
て
お
り
、
住
民
の
理
解
を
得
る
た
め
、
十

分
検
討
し
て
資
料
と
し
て
提
出
い
た
だ
き
た
い
。

・
財
政
計
画
は
普
通
会
計
ベ
ー
ス
で
作
成
し
て
あ

る
が
、
３
市
町
と
も
財
政
健
全
化
法
に
基
づ
い
て

連
結
決
算
を
出
さ
れ
る
と
思
う
。
大
変
厳
し
い
状

況
を
迎
え
る
中
で
、
特
別
会
計
に
つ
い
て
も
一
定

の
考
え
方
を
出
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

・
地
方
債
の
状
況
で
特
別
会
計
や
企
業
会
計
で
も

出
て
い
な
い
数
字
が
あ
る
。
合
わ
せ
る
と
、
全
部

で
起
債
残
高
は
６
百
億
円
近
く
に
な
り
、
厳
粛
に

見
て
い
か
な
い
と
、
大
変
な
こ
と
に
な
る
可
能
性

を
は
ら
ん
で
い
る
。

・
補
助
金
等
の
問
題
に
つ
い
て
、
幅
広
い
団
体
の

中
で
経
済
的
・
予
算
的
理
由
に
よ
っ
て
、
十
分
に

活
動
目
的
を
達
成
で
き
て
い
な
い
団
体
も
あ
る
。

補
助
金
等
の
削
減
は
大
事
だ
が
一
律
削
減
で
は
な

く
、
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
外
部
評
価
等

も
ふ
ま
え
な
が
ら
、
地
域
へ
の
貢
献
度
等
の
側
面

か
ら
適
切
な
評
価
等
が
で
き
れ
ば
、
メ
リ
ハ
リ
の

部
分
に
つ
い
て
行
政
か
ら
特
段
の
理
解
と
支
援
を

い
た
だ
く
こ
と
が
、
地
域
の
団
体
の
振
興
に
非
常

に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　▲第８回小委員会
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 新市基本計画・地域自治区等設置検討小委員会の検討内容をお知らせします。

●高原町・野尻町域の地域自治区について

１ ．地域自治区の
　　設置目的

・ 市町村の合併の特例等に関する法律第23条第１項の規定に基づき、住民自治の強化や行政と
住民との協働の推進などを目的に、合併前の高原町及び野尻町のそれぞれの区域に地域自治
区を設置します。

２．地域自治区の名称 ・地域自治区の名称は、それぞれ、高原町、野尻町とします。

３ ．地域自治区の
　事務所の位置、
　名称及び所管区域

・地域自治区の事務所の位置、名称及び所管区域は、次のとおりとします。

４ ．地域自治区の
　設置期間

・地域自治区の設置期間は、合併の日から平成28年３月31日までとします。
・ ただし、一定期間を経過した後、評価し、市町村の合併の特例等に関する法律第23条第１項
または地方自治法第202条の４に規定する地域自治区の設置の是非について、再度検討しま
す。

５ ．地域自治区の
　事務所の所掌事務

・地域自治区の事務所が所掌する事務は、次のとおりとします。
❶総合支所の事務に関すること。
❷地域協議会の庶務及び運営に関すること。

６ ．地域自治区の
　区長の選任

・ 編入合併により、町長、副町長及び教育長などの特別職が失職した後の一定期間は、高原
町、野尻町域の事情に精通した人物が、地域の代表者として高原町、野尻町域の住民の意見
を集約し、市長や本庁との折衝や調整を行いながら、まちづくりを進めていくことが肝要で
す。

・ また、地域自治区には地域協議会が設置されますが、合併後すぐに確立された組織と成り得
ることは難しく、その間の地域のまとめ役が必要となるため、一定期間に限り事務所の長に
代えて特別職の区長を置きます。

・ 区長の選任にあたっては、市長は地域協議会や地域自治区内の組織・団体等の意見を求め、
地域の意見を尊重して、地域の行政運営に関し優れた識見を有する者のうちから市長が選任
するものとします。

・ なお、区長の報酬の額は、その身分及び職責を踏まえ財政状況等を考慮した上で、市長が小
林市特別職報酬等審議会に諮り、別に定めるものとします。

７ ．地域自治区の
　区長の設置期間

・ 地域自治区の事務所に地方自治法に基づき事務所の長を置き、市長の補助機関である職員を
もって充てます。

・ ただし、市町村の合併の特例等に関する法律の規定により、合併の日から２年間に限り事務
所長に代えて特別職の区長を置きます。

８．区長の任期
・ 区長の任期は、２年とします。ただし、区長が欠けた場合における補欠の区長の任期は、前
任者の残任期間とします。

９．区長の権限

・ 区長は、地域自治区を代表し、その地域の特性や資源を活かした独自性のあるまちづくりの
ため、市長に助言し、または意見を具申します。

・ 区長は、新市の円滑な運営と均衡ある発展に資するよう、市長その他の小林市の機関及び地
域自治区の区域内の公共的団体等との緊密な連携（協働）を図りつつ、担任する事務を処理
するものとします。

10 ．地域協議会の
　組織及び委員の
　選任・任期

・ 地域協議会は、委員15人以内で組織します。地域協議会の委員は、当該地域自治区の区域内
に住所を有する者で、次の各号に掲げる者のうちから、住民の多様な意見が適切に反映され
るよう配慮して、市長が選任します。

❶当該地域自治区の区域内の公共的団体及びまちづくり委員会等が推薦する者
❷学識経験を有する者
❸公募による者
・ 委員の任期は２年とします。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任
者の残任期間とします。

位　　置 名　　称 所管区域

小林市高原町西麓 899 番地 小林市高原庁舎 合併前の高原町の区域

小林市野尻町東麓 1183 番地 2 小林市野尻庁舎 合併前の野尻町の区域
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11 ．地域協議会の
　会長及び副会長

・ 地域協議会に、会長及び副会長を各１人置きます。会長及び副会長は、委員の互選により選任
します。

・会長は、地域協議会を代表し、会務を総理します。
・副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、または会長が欠けたときは、その職務を代理
します。
・会長及び副会長の任期は、委員の任期とします。

12 ．地域協議会の
　委員の報酬

・ 委員の報酬については、小林市非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償条例に基づき、日額報
酬を支給するとともに、費用を弁償します。

13 ．地域協議会の
　会議

・地域協議会の会議は、会長が招集します。
・定例の会議の開催回数は、年次計画を作成し、月１回を基本として開催します。
   なお、会長は必要に応じて、臨時に会議を開くことができます。
・ 会長は、委員の４分の１以上の者から会議の招集の請求があるときは、会議を招集しなければ
なりません。

・会議は、委員の２分の１以上が出席しなければ、開くことができません。
・会議の議長は、会長が務めるものとします。
・ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによ
ります。

・ 会長は、審議上必要があると認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めること
ができます。

・ 会議は公開とします。ただし、議長が必要と認めるときは、会議に諮ったうえで公開しないこ
とができます。

14 ．地域協議会の
　権限

・ 次に掲げる事項のうち、市長その他の機関により諮問されたものまたは必要と認めるものにつ
いて審議し、市長その他の機関に意見を具申することができます。
❶地域自治区の事務所が所掌する事項
❷市が処理する地域自治区の区域に係る事務に関する事項
❸ 市の事務処理に当たっての地域自治区の区域に住所を有する者との連携の強化（協働）に関
する事項

・ 市長は次の各号に掲げる市の施策に関する重要事項であって地域自治区の区域に係るものを決
定し、または変更しようとする場合においては、あらかじめ、地域協議会の意見を聴かなけれ
ばなりません。
❶新市基本計画の変更及び執行状況に関する事項
❷基本構想及び総合計画の策定及び変更に関する事項
❸各種地域計画の策定及び変更に関する事項
❹予算編成に関する重要事項
❺公の施設の設置、統合及び廃止並びに管理運営に関する事項
❻前５号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

15．高原庁舎・ 野尻
　庁舎における
　予算要求・執行

・ 予算要求は、高原庁舎、野尻庁舎における所属課単位での要求を基本としますが、事務の効率
化に資する事業については、本庁所属課で一括要求します。高原庁舎、野尻庁舎においては、
予算要求書を提出するにあたっては、区長（事務所長）の決裁を得ることとします。

・ 区長（事務所長）は予算編成方針に照らして、要求内容の検討を行うとともに、高原町区、野
尻町区内の調整の必要性を勘案しながら、高原庁舎、野尻庁舎に係る予算要求を総括します。

・ 高原庁舎、野尻庁舎では、本庁財政課から直接、予算の配当を受け、区長（事務所長）、高原庁舎・
野尻庁舎課長が、付与された専決権の範囲内で予算を執行します。ただし、本庁での一括執行
予算は除きます。

協働のパートナー
としてのまちづくり
協議会組織のあり方

・ 新市において、小林市市民協働のまちづくり基本指針に基づき、小学校の通学区域程度の単位
規模を基本として設置するまちづくり協議会組織については、設置するよう調整するものとし
ます。

地域自治区 ( 特例 )
設置期間終了後の地
域自治組織のあり方

・ 地域自治区 ( 特例 ) 設置期間中、一定の期間を経過した後、地方自治法第 202 条の４に規定す
る地域自治区 ( 一般 ) の設置の是非について、再度検討します。



19　October,2008 合併協議会だより

●高原町、野尻町域の総合支所の機能について
　■総合支所の組織と機能
　 　合併後、高原町、野尻町の区域における行政事務を住民に身近なところで処理するため、それぞれ総合支所
を設置します。総合支所は、地域協議会と連携し、区域住民福祉の向上に努めるとともに、区域における効率
的な行政運営を図るものとします。

●合併後の組織の概要
　■市長部局
　 　◎ 市の行政機能を、「管理機能」（総務・企画・財政・人事等）、「分野別機能」（保健・医療・福祉、自然・

環境保全、都市基盤整備、産業・経済・観光振興、教育・文化、地域コミュニティ）、「窓口機能」の３つ
の機能に大別します。

　　◎ 本庁舎で業務を行うことが望ましい「管理機能」の部署については、現在の小林市の組織に統合します。
また、「分野別機能」における各部署の政策立案（統括）部門についても、原則として小林市の組織に統
合します。

　　◎ 総合支所には、「地域振興部門」（総合支所内の連絡調整、地域コミュニティの支援、地域協議会の運営に
関する業務など）、「住民生活部門」（戸籍・住民票・国保関連業務、税の収納・証明関連業務、環境保全
関連業務、高齢者福祉・児童福祉・障害者福祉・社会福祉関連業務、保健衛生関連業務など）、「地域整備
部門」（農林水産業・商工業・観光振興関連業務、道路整備・公園整備・公営住宅整備・上下水道事業関
連業務など）において総合支所の所管区域に係る「分野別機能」と、住民に直接関係がある「窓口機能」
を所管する部署を設置します。

　　◎総合支所には特別職の区長（支所長）を置き、これらの部署を統括します。
　　◎ 建設（道路・河川等）及び上下水道の工事については、一定程度の工事（維持・補修等）は総合支所で実施し、

そのほかの工事は、すべて本庁舎で実施します。
　■教育委員会事務部局
　　 　高原町、野尻町の教育委員会事務局は、小林市の教育委員会事務局の組織に統合し、総合支所には出先機

関を設置します。
　■農業委員会事務部局
　　 　高原町、野尻町の農業委員会が小林市の農業委員会の組織に統合した場合は、事務局も統合し、総合支所

には出先機関を設置します。
　■その他の事務部局
　　 　議会事務局、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局、公平委員会事務局、固定資産評価審査委員会事務

局については、小林市の組織に統合します。
　■合併までの協議
　　 　総合支所における具体的な部署及び職員の配置、教育委員会、農業委員会の出先機関の配置等については、

合併までに１市２町が協議して決定します。 
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　　合併新法下での国・県の
　　財政支援には、どのよう
なものがありますか。
Ｑ

　　　当合併協議会は、合併新法の適

　　　用期限内である、平成22年３月

23日（火）の合併を目指しています。

　まず、国の支援としては普通交付税

額の算定の特例（合併算定替）があり

ます。地方交付税は合併すると合併前

と比べて減少するのが一般的です。

　しかし、合併算定替という措置に

よって、合併後５年間は１市２町の合

併がなかったものと仮定して算定した

普通交付税額が保障され、その後５年

間は激変緩和措置により交付されま

す。

　また、合併直後における行政の一体

化の臨時的経費（ネットワークの整

備、電算システムの統合等）に対し

て、５年間で約４億６千万円が交付さ

れます。

　さらに、新市基本計画に基づいて行

う事業に対し合併推進債（事業費の

90％）を財源とすることができ、元利

償還金の40％が普通交付税で措置され

ることから10年間で50億円を見込んで

います。

　一方、県の支援としては、新市基本

計画に基づいて行う事業に対し、市町

村合併支援交付金として３億円が交付

されます。

Ａ

ホームページをご覧ください。
　ホームページでは協議会の開催予定や協議状況や協議会だよりな
ど、常に最新の情報を更新しながら、お知らせしています。また、
会議資料と会議録は、協議会事務局でも閲覧できます。
　ぜひ協議会のホームページをご覧ください。

http://toweb.city.kobayashi.lg.jp/ktn-gappei/
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協議会・小委員会を傍聴しませんか。

第８回合併協議会
　日時：平成20年10月９日(木)　午前10時～(終日)
　場所：小林市中央公民館大ホール

第９回合併協議会
　日時：平成20年10月30日（木）　午後１時30分～
　場所：高原町総合保健福祉センター「ほほえみ館」神武ホール

※ 日程は変更になる場合がありますので、事前に事務局にご確認く
ださい。


